
は
じ
め
に

近
世
大
坂
を
代
表
す
る
豪
商
と
し
て
知
ら
れ
る
鴻
池
善
右
衞
門
家
（
以
下
、

鴻
池
家

と
呼
称
す
る
）
は
、
初
代
正
成
（
一
六

八

一
六
九
三
）
が
、
寛

永
十
六
年
（
一
六
三
九
）
頃
に
摂
津
国
伊
丹
郷
か
ら
大
坂
・
内
久
宝
寺
町
に
進
出

し
、
伊
丹
で
父
の
新
六
幸
元
ら
が
醸
し
た
清
酒
を
樽
廻
船
で
江
戸
へ
送
る
廻
船
業

を
創
業
し
た
こ
と
に
始
ま
り
、
進
出
時
の
本
拠
は
内
久
宝
寺
町
に
置
い
た
（

）
。
そ
の

後
明
暦
二
年
（
一
六
五
九
）
に
は
両
替
店
へ
と
事
業
進
出
を
は
か
っ
て
い
る
。

寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
に
父
の
事
業
を
継
い
だ
二
代
之
宗
（
一
六
四
三

一

六
九
七
）
は
、
寛
文
十
年
（
一
六
七

）
の
十
人
両
替
制
度
の
確
立
と
と
も
に
そ

こ
に
列
し
、
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
に
は
正
成
と
と
も
に
初
め
て
土
佐
藩
主
・

山
内
豊
昌
（
一
六
四
一

一
七

）
に
お
目
見
え
を
果
た
す
。
之
宗
は
延
宝
二

年
（
一
六
七
四
）
に
今
橋
二
丁
目
難
波
橋
筋
角
を
入
札
で
買
収
し
、
両
替
店
を
移

転
し
た
。

三
代
宗
利
（
一
六
六
七

一
七
三
六
）
が
家
督
を
相
続
し
た
元
禄
八
年
（
一
六

九
五
）
に
は
名
実
と
も
に
大
阪
を
代
表
す
る
両
替
商
と
な
っ
て
い
た
鴻
池
家
は
、

始
祖
新
六
の
大
坂
進
出
以
来
本
拠
と
な
っ
て
き
た
内
久
宝
寺
町
か
ら
今
橋
二
丁
目

へ
転
居
、
本
邸
と
し
た

（

）
。
そ
れ
に
と
も
な
い
内
久
宝
寺
町
屋
敷
は
本
地
と
呼
称
す

る
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
。
今
橋
二
丁
目
の
本
邸
は
は
じ
め
間
口
九
間
、
の
ち
に
近

隣
の
屋
敷
を
買
い
足
し
て
間
口
三
十
六
間
ま
で
拡
げ
て
い
る
。
本
邸
・
本
地
の
ほ

か
に
、
瓦
屋
橋
に
も
広
大
な
回
遊
式
の
園
池
と
茶
室
を
持
つ
別
邸

（

）
を
所
有
し
て
い

る
。
ま
た
宗
利
は
、
宝
永
元
年
（
一
七

四
）
の
大
和
川
付
け
替
え
工
事
に
よ
る

河
内
国
若
江
郡
の
新
開
池
の
新
田
開
発
に
、
宝
永
二
年
（
一
七

五
）
か
ら
着
手

し
て
い
る
。
開
発
の
総
面
積
は
二
百
五
十
町
（
二
五

ヘ
ク
タ

ル
）
に
及
び
、

宝
永
四
年
（
一
七

七
）
に
は
工
事
が
完
了
し
、
鴻
池
新
田
と
な
っ
た
（

）
。

浪
花
の
風

籠
耳
集

に
み
る
豪
商
鴻
池
家
の
よ
そ
お
い

中

野

朋

子



十
九
世
紀
に
入
る
と
鴻
池
家
は
諸
大
名
の
蔵
元
や
掛
屋
、
大
名
貸
を
中
心
と
し

て
安
定
し
た
経
営
を
行
っ
て
い
く
。
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
に
刊
行
さ
れ
た

浪
花
持
丸
長
者
鑑

（
大
阪
歴
史
博
物
館
蔵
、《
写
真

》）
を
見
る
と
、
鴻
池

善
右
衞
門
の
名
は
西
の
大
関
に
列
せ
ら
れ
る
な
ど
、
そ
の
富
商
ぶ
り
が
全
国
に
知

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
一
方
で
、
か
の
大
塩
平
八
郎
決
起
の
際
に
は
そ
の

攻
撃
対
象
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
ま
た
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（

）
。

鴻
池
家
に
関
す
る
研
究
は
、
大
阪
大
学
ほ
か
で
教
鞭
を
執
っ
た
宮
本
又
次
氏

（
一
九

七

一
九
九
一
）
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
、
故
に
こ
れ
ま
で
経
済

史
・
経
営
史
を
中
心
と
し
て
展
開
し
て
き
た

（

）
。
そ
の
結
果
、
鴻
池
家
の
生
活
や
文

化
、
風
俗
に
関
す
る
研
究
は
経
済
史
ほ
ど
の
進
展
を
見
せ
て
来
な
か
っ
た
と
も
い

え
る
だ
ろ
う

（

）
。

そ
の
た
め
に
、
平
成
十
五
年
（
二

三
）
に
大
阪
歴
史
博
物
館
で
開
催
し
た

特
別
展

豪
商
鴻
池

そ
の
暮
ら
し
と
文
化

が
、
鴻
池
家
の
生
活
文
化
面
に

焦
点
を
当
て
た
事
実
上
初
め
て
の
展
覧
会
と
な
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る

ま
い
。

豪
商
鴻
池

展
は
、
鴻
池
家
か
ら
大
阪
市
へ
三
八
六
件
三
、
三
五
八
点

の
資
料
が
寄
贈
さ
れ
た
こ
と
を
契
機
に
企
画
・
開
催
さ
れ
た
展
観
で
あ
り
、
受
贈

資
料
で
あ
る
漆
工
品
、
服
飾
品
、
名
物
裂
な
ど
の
染
織
品
、
今
橋
本
邸
で
使
用
さ

れ
た
調
度
類
な
ど
の
ほ
か
、
鴻
池
合
資
会
社
の
協
力
を
仰
ぎ
、
鴻
池
家
の
暮
ら
し

と
文
化
に
つ
い
て
も
の
が
た
る
資
料
群
を
広
く
観
覧
に
供
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、

豪
商
鴻
池

展
の
成
果
を
踏
ま
え
つ
つ
、
同
展
開
催
の
際
に
検

証
し
き
れ
な
か
っ
た
鴻
池
家
の
生
活
文
化
の
側
面
に
つ
い
て
、
同
時
代
に
記
さ
れ

た
随
筆
や
鴻
池
家
伝
来
の
資
料
を
も
と
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
く
。
主
に
当
主
と

そ
の
家
族
の
暮
ら
し
、
特
に
衣
生
活
に
注
目
し
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
鴻
池
両
替

店
の
経
営
的
側
面
に
関
す
る
研
究
と
は
、
や
や
異
な
っ
た
視
点
か
ら
の
鴻
池
家
研

究
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
の
鴻
池
家
研
究
で
あ
れ
ば
、
両
替
商
・
鴻
池
家
の
歴
代
当

主
が
定
め
た
家
訓
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
質
素
で
堅
実
な
経
営
を
目
指
し
た
の
が
鴻

池
家
で
あ
り
、
鴻
池
両
替
店
で
あ
る
、
と
の
文
脈
か
ら
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い

だ
ろ
う

（

）
。
し
か
し
、
大
阪
歴
史
博
物
館
に
寄
贈
さ
れ
た
服
飾
資
料
群
や
調
度
資
料

群
を
み
る
と
、
両
替
店
の
経
営
方
針
と
は
裏
腹
に
、
鴻
池
家
当
主
お
よ
び
家
族
所

用
の
身
の
回
り
品
に
つ
い
て
は
、
そ
の
質
の
高
さ
と
豪
華
さ
は
他
の
町
方
所
用
品

と
は
格
段
の
違
い
が
あ
る
の
も
ま
た
事
実
で
あ
る

（

）
。

さ
ら
に
は
、
鴻
池
家
よ
り
寄
贈
を
受
け
た
資
料
群
を
分
析
し
て
み
る
と
興
味
深

い
事
柄
も
見
え
て
く
る
。
服
飾
資
料
は
六
十
八
件
二
三

点
（

）
、
こ
の
う
ち
男
性
服

飾
は
一
八
八
点
に
の
ぼ
る
が
、
そ
の
五
十
七
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る
一
三
一
点
を

占
め
る
の
が
、
上
下
つ
ま
り
は

肩
衣

袴

な
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
か

ら
、
鴻
池
家
に
お
い
て
は
、
両
替
店
の
経
営
を
通
じ
て
多
く
の
大
名
家
か
ら
士
分

を
与
え
ら
れ
て
い
る
が
故
に
、
身
分
相
応
の
式
礼
服
を
、
出
入
り
先
に
応
じ
て
整

え
る
必
要
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
定
で
き
る
の
だ

（

）
。

こ
の
よ
う
に
、
鴻
池
家
の
家
風
と
家
族
の
暮
ら
し
を
検
証
し
、
伝
来
す
る
資
料

群
に
検
討
を
加
え
て
い
く
た
め
の
手
掛
か
り
と
し
て
、
随
筆

浪
花
の
風

と

籠
耳
集

を
採
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。

浪
花
の
風

は
、
安
政
年
間
（
一

八
五
四

一
八
六

）
に
大
坂
西
奉
行
と
し
て
在
坂
し
た
久
須
美
祐
雋
が
見
聞
し

た
風
俗
文
化
に
つ
い
て
書
き
綴
っ
た
随
筆
で
あ
る
。
ま
た

籠
耳
集

は
、
鴻
池



家
へ
奉
公
し
、
の
ち
に
別
家
の
養
子
と
な
っ
た
草
間
直
方
（
一
七
五
三

一
八
三

一
）
の
自
筆
稿
本
で
あ
る
。

一
、
鴻
池
家
の
家
風

一

一
、
浪
花
の
風

に
見
る
鴻
池
家
の
家
風

久
須
美
祐
雋
の
随
筆

浪
花
の
風

は
、
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
に
起
筆
さ

れ
た
四
巻
四
冊
の
自
筆
本

在
阪
漫
録

の
第
四
冊
目
に
あ
た
り
、
世
間
の
風
聞

や
噂
、
大
阪
の
人
び
と
の
暮
ら
し
ぶ
り
、
江
戸
と
の
食
生
活
の
違
い
や
祭
り
の
有

様
等
、
安
政
期
の
大
阪
の
生
活
を
知
る
上
で
貴
重
な
著
述
で
あ
り
、
鴻
池
家
に
関

し
て
は
、
次
の
五
項
目
の
記
述
が
あ
る

（

）
。

一
、
鴻
池
家
の
家
訓
制
定

二
、
従
業
員
の
宴
の
質
素
さ

三
、
鴻
池
家
別
荘
の
造
作
と
天
保
の
改
革

四
、
大
阪
の
豪
商
・
天
王
寺
屋
、
平
野
屋
、
鴻
池
屋

五
、
鴻
池
の
清
酒
製
法
に
関
す
る
伝
説

ま
ず
、
鴻
池
家
の
家
訓
制
定
に
つ
い
て
は
、

当
地
に
て
名
高
き
富
商
鴻
池
善
右
衞
門
が
家
の
掟
は
、
貝
原
篤
信
が
定
る
処

と
い
ふ
。
此
事
を
其
家
に
尋
る
に
、
左
様
な
る
事
決
し
て
こ
れ
な
き
よ
し
と

答
ふ
と
い
ふ
。
さ
れ
ど
世
上
に
て
貝
原
が
定
る
と
い
ふ
説
、
一
般
に
唱
ふ
る

事
に
て
、
按
ず
る
に
何
か
子
細
あ
り
て
、
此
事
を
善
右
衞
門
方
に
て
は
深
く

秘
す
る
事
に
や
と
思
る
。
何
に
い
た
せ
、
其
家
の
掟
は
規
則
よ
く
整
ひ
て

代
々
是
を
守
る
と
い
ふ
。

と
し
、
鴻
池
善
右
衞
門
家
の
家
の
掟
、
つ
ま
り
家
訓
は
貝
原
篤
信
こ
と
益
軒
が
定

め
た
も
の
だ
と
い
う
世
間
の
噂
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。
久
須
美
が
そ
の
噂
の
真

偽
を
鴻
池
善
右
衞
門
家
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
同
家
か
ら
は
事
実
で
は
な
い
と
い
う

回
答
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
併
せ
て
記
し
て
い
る
が
、
久
須
美
は
鴻
池
善
右
衞

門
家
の
家
訓
は
貝
原
益
軒
が
定
め
た
と
い
う
説
は
一
般
に
ひ
ろ
く
唱
え
ら
れ
て
い

る
（

）
こ
と
で
あ
っ
て
、
お
そ
ら
く
何
ら
か
の
仔
細
が
あ
っ
て
そ
の
事
実
を
秘
匿
し
て

い
る
に
違
い
な
い
と
結
論
付
け
る
と
と
も
に
、
鴻
池
善
右
衞
門
家
の
家
訓
は
規
則

が
よ
く
整
っ
て
お
り
、
先
祖
代
々
そ
れ
を
よ
く
守
っ
て
い
る
、
と
の
記
述
に
と
ど

浪花の風 籠耳集 にみる豪商鴻池家のよそおい

《写真 》



め
て
い
る
。

鴻
池
家
の
家
訓
な
ら
び
に
店
則
は
、
鴻
池
家
の
始
祖
新
六
が
慶
長
十
九
年
（
一

六
一
四
）
に
定
め
た
と
さ
れ
る

子
孫
制
詞
条
目

に
始
ま
り
、
三
代
宗
利
が
正

徳
六
年
（
一
七
一
六
）
に
定
め
た

先
祖
之
規
範
并
家
務

、
三
代
宗
利
お
よ
び

四
代
宗
貞
に
よ
る

家
定
記
録
覚

（
享
保
八
年
・
一
七
三
三
）、
こ
れ
に
宗
利
が

享
保
十
六
年
（
一
七
三
一
）
に
追
書
し
た
と
さ
れ
る

宗
誠
家
訓

と

手
代
へ

申
渡
事

が
添
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
整
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（

）
。
こ
う

し
て
時
宜
に
応
じ
定
め
ら
れ
た
家
訓
は
家
業
お
よ
び
家
産
の
維
持
を
お
も
な
目
的

と
し
て
お
り
、
善
右
衞
門
家
を
中
心
と
し
て
鴻
池
家
の
本
家
・
別
家
を
結
集
・
組

織
化
す
る
礎
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
七
代
幸
栄
（
一
七
六
七

一
八

四
）
の
代
に
至
る
と
鴻
池
家
の
経
営
状
態
は
諸
大
名
家
か
ら
の
返
済
金
が
遅
延

し
た
事
な
ど
を
受
け
て
急
速
に
悪
化
し
た
。
そ
の
た
め
当
主
以
下
、
経
営
の
効
率

化
と
倹
約
に
努
め
る
こ
と
を
決
し
、
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
に

定
書

と

覚

と
し
て
定
め
て
い
る
。
寛
政
期
（
一
七
八
九

一
八

一
）
に
は
、
老
中

松
平
定
信
に
よ
る
い
わ
ゆ
る

寛
政
の
改
革

が
断
行
さ
れ
、
緊
縮
財
政
政
策
や

綱
紀
粛
正
に
よ
る
幕
府
政
治
の
安
定
化
を
目
指
す
と
と
も
に
、
田
沼
意
次
が
進
め

た
重
商
主
義
的
政
策
を
否
定
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
ひ
ろ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
鴻
池
家
に
お
け
る
経
営
の
効
率
化
や
倹
約
の
動
き
も
、
こ
う
し
た
政
策

に
呼
応
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

久
須
美
の

浪
花
の
風

が
記
す
鴻
池
家
の
様
子
は
寛
政
期
か
ら
さ
ら
に
六
十

年
を
経
た
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
の
様
子
で
あ
る
。
こ
の
頃
に
は
、
老
中
水
野

忠
邦
（
一
七
九
四

一
八
五
一
）
が
中
心
と
な
っ
て
推
し
進
め
た
幕
政
改
革
、
い

わ
ゆ
る

天
保
の
改
革

（
一
八
四
一

一
八
四
三
）
も
低
調
に
終
始
し
、
幕
藩

政
治
が
大
き
な
転
換
期
へ
と
向
か
い
つ
つ
あ
っ
た
時
期
と
い
え
よ
う
。
久
須
美

も
、
天
保
の
改
革
に
お
け
る
倹
約
、
綱
紀
粛
正
の
動
き
と
鴻
池
家
の
関
係
に
つ
い

て
、
三
番
目
に
挙
げ
た
鴻
池
家
別
荘
の
造
作
と
天
保
の
改
革
に
関
す
る
記
述
の
な

か
で
述
べ
て
い
る
。

又
都
（
嘗
）
て
当
地
の
豪
家
の
も
の
、
所
持
の
別
荘
、
抱
地
抔
の
家
作
、
い

づ
れ
も
良
材
を
用
ひ
精
工
を
撰
ミ
、
尤
美
を
盡
し
て
結
構
に
営
め
り
。
然
る

に
善
右
衞
門
が
別
荘
は
、
手
廣
な
れ
ど
も
規
則
に
外
れ
し
事
な
く
、
去
る
天

保
十
四
年
卯
年
に
御
改
革
の
命
あ
り
し
頃
、
外
豪
家
の
別
荘
の
家
作
は
、
長

押
造
り
付
書
院
を
初
、
種

身
分
不
相
応
の
造
作
故
、
俄
に
大
工
を
雇
ひ
、

晝
夜
を
争
ひ
模
様
替
ニ
て
大
に
狼
狽
混
雑
せ
し
事
あ
り
し
に
、
善
右
衞
門
が

別
荘
の
ミ
は
規
則
に
外
れ
し
事
な
き
故
に
、
更
に
手
入
抔
と
い
ふ
事
も
な

く
、
其
儘
に
て
済
し
と
い
ふ
。
万
事
此
一
二
事
に
就
て
、
其
余
の
家
法
正
し

き
事
推
て
知
る
べ
き
也
。

大
坂
の
豪
家
の
別
荘
は
良
材
を
選
ん
で
し
つ
ら
え
る
な
ど
豪
華
な
も
の
が
多
い

中
、
鴻
池
善
右
衞
門
家
の
別
荘
は
、
広
大
で
は
る
が
規
定
に
外
れ
る
こ
と
な
く
建

て
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
天
保
の
改
革
の
命
令
が
下
さ
れ
た
際
に
も
殊
更

に
摘
発
を
受
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
は
万
事
に
善
右
衞
門
家
の
家

法
が
正
し
い
た
め
で
あ
る
、
と
い
う
の
だ
。
久
須
美
は
別
荘
の
所
在
地
に
つ
い
て

言
及
し
て
は
い
な
い
が
、
仮
に
瓦
屋
橋
別
邸
を
指
す
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
は
池
泉

回
遊
式
庭
園
を
中
心
と
し
て
、
北
西
側
に
邸
宅
を
構
え
た
広
大
な
敷
地
を
有
す
る

別
荘
で
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
（《
写
真

》、《
写
真

》、《
写
真

》）。
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続
く
第
二
章
に
お
い
て
は
、
鴻
池
家
歴
代
当
主
や
そ
の
家
族
、
奉
公
人
た
ち
が

ど
の
よ
う
な
生
活
を
営
ん
で
い
た
の
か
に
つ
い
て
、

籠
耳
集

を
引
用
し
な
が

ら
検
討
を
加
え
て
い
く
。

二
、

籠
耳
集

に
み
る
鴻
池
家
の
女
性
た
ち

鴻
池
家
の
暮
ら
し
に
つ
い
て
知
ろ
う
と
す
る
際
に
、
有
用
な
資
料
の
ひ
と
つ
に

草
間
直
方
著

籠
耳
集
（

）
が
あ
る
。

籠
耳
集

は
全
三
冊
の
自
筆
稿
本
で
、
文

政
五
年
（
一
八
二
二
）、
七
十
歳
の
時
の
奥
書
が
あ
る
。
草
間
直
方
は
鴻
池
の
別

家
の
鴻
池
屋
伊
助
の
こ
と
で
、

三
貨
図
彙

（
一
八
二
五
）、

草
間
伊
助
筆
記

（
一
七
三
一

一
八
一
四
）
な
ど
経
済
関
係
の
著
作
で
知
ら
れ
た
町
人
学
者
で
あ

る
。
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）
に
生
ま
れ
、
宝
暦
十
二
年
（
一
七
六
二
）
に
鴻
池

の
京
都
店
に
奉
公
、
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
年
に
鴻
池
の
別
家
草
間
家
の
娘
い

く
の
婿
養
子
と
な
っ
た
。
文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
に
隠
居
、
以
後
茶
道
お
よ
び

茶
器
の
研
究
な
ら
び
に

茶
器
名
物
図
彙

（
一
八
二
七
）
の
執
筆
に
専
念
し
、

天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
に
七
十
八
歳
で
没
し
て
い
る
。

籠
耳
集

は
直
方
が
鴻
池
家
に
奉
公
し
て
以
降
の
見
聞
等
を
記
し
た
も
の
で

あ
る
。
第
一
冊
（
七
十
七
丁
）
・
第
二
冊
（
四
十
九
丁
）
と
第
三
冊
（
百
十
三

丁
）
と
は
全
く
異
な
っ
た
内
容
で
あ
り
、
直
方
の
死
後

容
易
ニ
他
見
不
可
有
も

の
也

と
の
直
方
の
序
が
あ
る
た
め
、
長
く
草
間
家
に
お
い
て
秘
蔵
さ
れ
て
き

た
。
故
に
こ
れ
ま
で
に
活
字
化
さ
れ
て
い
る
の
も
残
念
な
が
ら
第
三
冊
の
み
で
あ

る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
第
三
冊
目
に
は
大
坂
随
一
の
富
商
で
あ
っ
た
鴻
池
家
の
生

活
・
文
化
面
の
記
述
が
多
く
、
鴻
池
本
家
、
別
家
そ
れ
ぞ
れ
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
知

ろ
う
と
す
る
際
に
は
必
読
の
書
と
な
っ
て
い
る
。

籠
耳
集

第
三
冊
目
は
、
鴻
池
家
に
お
い
て

法
華
騒
動

と
呼
ば
れ
た
五

代
宗
益
の
改
宗
騒
動
か
ら
起
筆
し
（

）
、
朝
鮮
通
信
使
に
関
す
る
記
事
、
彗
星
の
出
現

や
天
変
地
異
、
お
か
げ
参
り
、
田
沼
意
次
に
よ
る
治
世
の
評
価
と
田
沼
意
知
の
殺

害
事
件
、
大
坂
お
よ
び
江
戸
の
米
騒
動
な
ど
、
全
国
的
な
拡
が
り
を
持
つ
事
件
や

事
象
も
記
述
さ
れ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
主
眼
は
鴻
池
家
の
当
主
お
よ
び
そ
の
家
族

の
暮
ら
し
ぶ
り
に
あ
る
。
例
え
ば
、
宝
暦
十
四
年
（
一
七
六
四
）
の
朝
鮮
通
信
使

来
朝
に
つ
い
て
の
記
事
も
、
通
信
使
が
大
坂
へ
滞
在
し
た
際
に
鴻
池
家
の
人
々
が

見
物
に
出
向
い
た
様
子
を
中
心
に
描
写
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
本
家
の
息
女

の
婚
礼
、
直
方
自
身
の
婚
礼
と
子
息
の
出
生
、
関
東
へ
の
旅
行
の
顛
末
記
な
ど
に

つ
い
て
も
詳
細
に
描
写
し
て
い
く
。

そ
こ
で
第
二
章
で
は
、

籠
耳
集

の
中
か
ら
鴻
池
家
に
関
連
す
る
七
項
目
を

抄
出
し
、
鴻
池
家
の
生
活
・
文
化
面
を
支
え
た
女
性
た
ち
の
衣
生
活
を
に
つ
い
て

検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
。

二

一
、
笠
と
日
傘

は
じ
め
に
、
笠
と
日
傘
に
関
す
る
記
事
か
ら
み
て
い
こ
う
。

一

明
和
二
酉
年
、
今
年
我
等
十
三
歳
、
此
時
代
迄
世
間
も
古
風
残
り
有

之
、
右
宗
智
様
御
死
去
、
御
臘
中
大
腰
元
顕
孝
庵
へ
御
代
参
致
候
。
暑
中



ニ
而
も
往
来
皆
菅
ノ
加
賀
笠
ヲ
着
致
候
。
新
田
よ
り
本
家
へ
通
ヒ
候
腰
元

な
と
も
、
皆
加
賀
笠
き
申
候
て
往
来
致
候
。
町
方
も
同
様
ニ
而
今
之
如
ク

下
女
少
女
ら
迄
、
青
天
井
之
日
傘
な
と
さ
し
申
候
事
ハ
無
之
、
旦
那
方
ハ

菅
一
文
字
笠
也
。
是
も
後
ハ
渋
之
日
傘
ニ
相
成
り
候
。
青
天
井
日
傘
と
い

ふ
ハ
、
奥
様
方
ニ
限
り
申
候
。
右
腰
元
か
ぶ
り
申
候
加
賀
笠
ハ
、
世
上
皆

同
様
な
か
ら
、
別
而
腰
元
并
別
宅
女
房
な
と
ハ
、
右
加
賀
笠
之
う
ら
ニ
笠

あ
て
と
申
而
ふ
と
ん
之
や
う
成
も
の
を
あ
て
申
候
。
此
笠
あ
て
ニ
殊
外
派

手
好
ミ
申
候
而
、
腰
元
な
と
ハ
奥
様
方
之
御
振
袖
の
詰
メ
ニ
相
成
候
時
之

御
袖
を
頂
戴
致
シ
申
候
而
、
そ
れ
を
多
分
致
申
候
。
依
之
皆
金
糸
勿
論
色

糸
縫
ニ
有
之
繻
子
緞
子
、
又
ハ
縮
緬
之
類
ニ
而
拵
ヱ
、
笠
之
ヒ
モ
十
四
五

歳
迄
緋
縮
緬
、
眉
ヲ
お
と
し
申
候
も
の
ハ
ミ
な
黒
繻
子
ぬ
め
之
類
、
老
女

ハ
白
繻
子
と
申
や
う
成
事
ニ
而
、
右
之
笠
当
ニ
立
派
ヲ
尽
し
申
候
。

こ
こ
に
登
場
す
る

宗
智
様

と
は
宝
暦
十
四
年
（
一
七
六
四
）
三
月
に
死
去

し
た
五
代
宗
益
（
一
七
一
七
一

一
七
六
四
）
の
こ
と
で
あ
る
（

）
。
そ
の
弔
い
の
た

め
に
菩
提
寺
の
顕
孝
庵

（

）
へ
代
参
す
る
も
の
は
、
皆

加
賀
笠

を
被
っ
て
い
た
と

記
し
て
い
る
。

加
賀
笠
に
つ
い
て
は
、

守
貞
謾
稿

巻
二
十
九

笠

の
項
に
つ
ぎ
の
よ
う

に
あ
る
（

）
。

・
菅
笠
、
昔
は
上
総
国
よ
り
製
し
出
す
。
元
禄
以
来
、
加
賀
国
よ
り
産
す
。

加
賀
笠
と
云
ふ
。
総
製
は
粗
、
賀
製
は
精
美
な
り
。
宝
永
以
来
、
周
り
に
至

る
ま
で
、
裡
全
く
葺
く
。
こ
れ
を
縫
ふ
に
、
は
た
糸
を
用
ひ
、
笠
当
て
お
よ

び
紐
と
も
に
浅
黄
紐
。
正
徳
以
来
、
紅
絹
を
用
ひ
、
元
文
後
は
黒
ち
り
め

ん
・
黒
天
鵞
絨
・
緋
縮
緬
裡
等
を
用
ふ
。

・
菅
笠
は
、
今
世
も
加
賀
産
を
専
ら
と
す
。
一
文
字
笠
、
士
民
と
も
に
こ
れ

を
用
ふ
（
中
略
）。
一
文
字
に
は
、
紐
必
ず
白
晒
し
木
綿
絎
紐
。
笠
枕
も
同

品
な
り
。
三
都
と
も
に
し
か
り
。

加
賀
笠
の
裡
に
は
正
徳
年
間
（
一
七
一
一

一
七
一
六
）
以
来
、
紅
絹
を
用
い
て

き
た
が
、
元
文
年
間
（
一
七
三
六

一
七
四
一
）
に
至
る
と
黒
縮
緬
・
黒
天
鵞

絨
・
緋
縮
緬
等
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
だ
。

籠
耳
集

に
登
場
す
る

笠
あ
て

と
は
、
お
そ
ら
く

守
貞
謾
稿

で
い

う
と
こ
ろ
の

笠
枕

の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

笠
枕

は
、

笠
輪
を
用
ひ

ず
、
中
を
藁
に
て
作
り
、
紙
を
巻
き
、
左
右
二
つ
に
し
用
ふ
る
こ
と
流
布
す
。
こ

れ
も
髪
の
刷
毛
先
を
厭
ふ
故
な
り

と
あ
る
よ
う
に
、
笠
を
天
頂
に
乗
せ
る
際
に

安
定
の
良
い
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
髪
の
刷
毛
先
を
触
ら
ぬ
よ
う
に
す
る
た
め
に

用
い
た

笠
輪

の
代
用
で
あ
る
。

守
貞
云
ふ
。
こ
の
形
今
世
も
こ
れ
を
用

ふ
。
木
綿
等
に
て
こ
れ
を
縫
ひ
て
、
内
に
蕎
麦
殻
等
を
納
め
り
。

（
菅
笠
の
う

ち
の
一
文
字
笠
に
は
）
紐
必
ず
白
晒
し
木
綿
絎
紐
。
笠
枕
も
同
品
な
り
。
三
都
と

も
に
し
か
り
。

と
も
い
い
、
木
綿
な
ど
を
筒
状
に
縫
い
、
藁
や
蕎
麦
殻
を
詰
め

た
枕
状
の
用
具
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
三
都
と
も
に
同
型
の
品
を
用
い
た
よ
う

だ
。鴻

池
家
に
仕
え
る
腰
元
や
別
宅
の
女
房
た
ち
は
、
殊
の
外
派
手
を
好
ん
で
奥
様

方
の
振
袖
を
詰
め
た
余
り
裂
を
頂
戴
し
て

笠
あ
て

を
製
作
す
る
こ
と
が
多

く
、
し
た
が
っ
て
、
金
糸
、
色
糸
に
よ
る
刺
繍
の
裂
地
や
繻
子
、
緞
子
、
縮
緬
な
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ど
で
拵
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
笠
の
紐
に
は
、
絎

紐
を
用
い
て
い
た
こ
と
が

守
貞
謾
稿

に
散
見
す
る
。
鴻
池
家
で
は
、
十
四
、

五
歳
ま
で
の
少
女
は
緋
色
の
縮
緬
、
眉
を
落
と
し
た
も
の
、
つ
ま
り
概
ね
二
十
歳

を
過
ぎ
た
女
性
は
黒
繻
子
や
絖
の
類
、
老
女
は
白
繻
子
を
用
い
て
い
た
と
い
う
。

こ
こ
で
も
う
一
点
注
目
す
べ
き
は

奥
様
方
之
御
振
袖
の
詰
メ

は

皆
金
糸

勿
論
色
糸
縫
ニ
有
之
繻
子
緞
子
、
又
ハ
縮
緬
之
類

で
あ
っ
た
と
す
る
記
述
で
あ

る
。
大
阪
歴
史
博
物
館
で
所
蔵
す
る
鴻
池
家
旧
蔵
の
服
飾
資
料
群
に
は
二
十
四
点

の
女
性
用
小
袖
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
小
袖
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
江
戸
時

代
後
期
の
製
作
と
考
え
ら
れ
る
作
品
で
あ
る
が
、
文
様
配
置
等
か
ら
考
え
て
振
袖

を
詰
め
た
と
判
ぜ
ら
れ
る
小
袖
も
数
点
確
認
さ
れ
て
い
る
（《
写
真

》、《
写
真

》）
こ
と
か
ら
、
鴻
池
家
の
女
性
達
は
実
際
に
振
袖
の
袖
を
詰
め
て
小
袖
と
し

て
着
用
す
る
こ
と
も
行
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
そ
の
結
果
、
不
要
に
な
っ
た
袖
の
裂

を
腰
元
等
に
下
げ
渡
し
て
い
た
こ
と
も
想
像
に
難
く
な
い
。

鴻
池
家
旧
蔵
の
女
性
用
小
袖
は
、
綸
子
地
や
絖
地
に
手
の
込
ん
だ
刺
繍
を
加
え

た
も
の
、
上
質
な
縮
緬
地
に
丁
寧
な
絞
り
加
工
を
施
し
た
も
の
、
縮
緬
地
に
友
禅

と
刺
繍
で
絵
画
的
な
文
様
を
施
し
た
も
の
な
ど
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
高
級
な
小
袖

で
あ
っ
て
、

金
糸
勿
論
色
糸
縫
ニ
有
之
繻
子
緞
子
、
又
ハ
縮
緬
之
類

と
の
記

述
と
合
致
す
る
も
の
だ
（《
写
真

》、《
写
真

》）。

町
人
の
衣
服
が
次
第
に
華
美
に
傾
い
た
こ
と
に
関
し
て
は

所
以
者
何
（

）

男

女
の
衣
類
上
中
下
の
次
第
、
且
当
時
流
行
物
は
何
々
そ

に
も
次
の
よ
う
に
あ

る
。

大
坂
は
宝
暦
・
明
和
の
頃
迄
ハ
、
男
女
衣
服
甚
麁
に
し
て
、
世
諺
に
も
京

の
着
倒
れ
、
大
坂
の
喰
倒
れ
、
堺
の
建
倒
と
申
候
処
、
唯
今
ニ
て
ハ
安
永
頃

よ
り
男
女
衣
服
殊
の
外
花
美
に
な
り
申
候
（
中
略
）。
尤
町
人
有
得
の
者
の

妻
妾
ハ
、
錦
繍
に
ま
と
ハ
れ
候
へ
と
も
、
僣
礼
の
事
ハ
一
切
無
御
座
候
。
婚

礼
の
儀
式
に
も
袴
取
い
た
し
賀
祝
に
来
り
候
者
は
、
上
田
・
鴻
池
・
か
島
屋

な
と
ゝ
申
も
の
よ
り
外
ハ
致
さ
ず
候
。
尤
寛
政
の
初
よ
り
、
衣
類
調
度
ま
て

余
程
質
素
に
な
り
申
候
（
下
略
）。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
明
和
年
間
（
一
七
六
四

一
七
七
二
）
頃
、
つ
ま
り
十
八
世

紀
後
半
頃
ま
で
の
大
坂
の
衣
類
は
京
都
に
対
し
て

甚
麁

で
あ
っ
た
が
、
続
く

安
永
年
間
（
一
七
七
二

一
七
八
一
）
頃
よ
り
男
女
の
衣
服
は
殊
の
外
華
美
に

な
っ
た
と
い
う
。
も
っ
と
も
富
裕
な
町
人
の
妻
妾
は
、
錦
や
刺
繍
の
衣
服
を
身
に

ま
と
っ
て
い
て
も
身
分
不
相
応
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
婚
礼
の
儀
式
に
袴

取
、
つ
ま
り
袴
の
股
立
ち
を
と
っ
て
祝
賀
に
訪
れ
る
の
は
、
上
田
・
鴻
池
・
加
島

屋
の
三
家
以
外
は
行
わ
な
い
と
い
う
。
そ
し
て
、
寛
政
の
初
め
よ
り
衣
類
や
調
度

は
余
程
質
素
に
な
っ
た
と
も
い
う
。
さ
ら
に

一

衣
類
ハ
上
下
の
隔
先
つ
無
御

座
候
。
殊
に
婦
女
ハ
甚
し
く
候
。
主
従
と
も
縮
緬
着
申
候
も
有
、
主
従
と
も
加
賀

紬
に
て
歩
行
も
御
座
候
。
但
礼
の
な
き
ハ
商
人
計
り
の
地
故
ニ
御
座
候
。

と
い

い
、
大
坂
の
商
都
と
し
て
の
特
性
を
そ
の
衣
生
活
か
ら
指
摘
し
て
い
る
。

籠
耳
集

に
話
題
を
戻
そ
う
。
加
賀
笠
に
続
く
記
述
に
は

今
之
如
ク
下
女

少
女
ら
迄
、
青
天
井
之
日
傘
な
と
さ
し
申
候
事
ハ
無
之

と
し
て
い
る
こ
と
か
ら

考
え
れ
ば
、
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
頃
に
は
、
明
和
初
年
（
一
七
六
四
）
の
風

習
が
す
っ
か
り
廃
れ
、
町
の
お
お
か
た
の
女
性
達
が
外
出
時
に
は

青
天
井
之
日

傘

を
用
い
て
い
た
こ
と
も
理
解
さ
れ
る
。

守
貞
謾
稿

に
も

近
年
は
、
卑
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賤
の
婦
女
も
青
紙
に
て
張
り
た
る
傘
に
な
れ
り

昔
は
婦
人
も
笠
を
用
ひ
、
後

世
、
日
傘
を
用
ふ

（
巻
三
十

傘
・
履

）
と
あ
り
、
女
性
の
外
出
に
は

日

傘

を
用
い
る
こ
と
が
浸
透
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
ち
な
み

に
、

青
天
井
之
日
傘

そ
の
も
の
に
関
す
る
記
載
は

守
貞
謾
稿

に
は
な

く
、
日
傘
は

古
来
、
青
紙
張
り
な
り
。
あ
る
書
に
、
寛
保
以
来
必
ず
青
紙
ば
り

な
り
、
云
々
。

と
も
、

宝
暦
以
来
、
青
紙
張
り
行
は
る
。

と
あ
る
だ
け
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
寛
保
年
間
（
一
七
四
一

一
七
四
四
）
あ
る
い
は
宝
暦
年

間
（
一
七
五
一

一
七
六
四
）
以
降
、
日
傘
を
青
紙
で
貼
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い

た
こ
と
は
確
か
な
よ
う
だ
。

さ
ら
に
、

旦
那
方
ハ
菅
一
文
字
笠
也
。
是
も
後
ハ
渋
之
日
傘
ニ
相
成
り
候
。

と
の
記
述
は
、
か
つ
て
は
旦
那
方
は

菅
一
文
字
笠

を
用
い
て
い
た
が
、
現
在

で
は

渋
之
日
傘

を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
読
め
る
。

守
貞
謾
稿

で
は

天
保
府
命
の
時
、
大
坂
の
官
命
に
、
男
子
日
傘
・
婦
女
の
羽
折
を
禁
止
あ

り
。
江
戸
は
、
文
政
中
、
男
子
日
傘
の
禁
止
あ
り

と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え

れ
ば
、
文
政
年
間
（
一
八
一
八

一
八
三

）
頃
の
京
坂
で
は
、
男
性
の
外
出
に

際
し
て
も
日
傘
を
用
い
る
こ
と
が
ひ
ろ
く
行
わ
れ
た
ら
し
い
。
鴻
池
家
に
お
け
る

男
性
の
日
傘
の
使
用
は

旦
那
方

に
限
ら
れ
、

渋
之
日
傘

を
用
い
た
よ
う

だ
。

渋
之
日
傘

の
詳
細
は
つ
ま
び
ら
か
で
は
な
い
が
、

守
貞
謾
稿

に
は

戸
主
等
、
京
坂
は
渋
蛇
の
目
を
用
ふ
（
中
と
周
り
に
渋
を
ぬ
り
、
中
間
白
な

り
。
渋
に
水
を
加
へ
弁
柄
を
交
へ
て
、
色
を
節
に
す
）。（
中
略
）
必
ず
、
糸
装
束

あ
り
。
柄
の
端
に
割
り
藤
を
巻
く
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
渋
に
ベ
ン
ガ
ラ
を
加

え
た
顔
料
で
着
色
し
た
傘
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

二

二
、
女
性
の
髪
型
の
変
化

続
い
て
、
女
性
の
髪
型
の
変
化
に
言
及
し
て
い
る
。

右
之
か
ゞ
笠
ヲ
か
ぶ
り
申
候
故
、
只
今
と
違
髪
も
余
程
ひ
く
う
結
ヒ
申
候

而
、
鬢
ハ
又
一
統
横
へ
之
出
ハ
す
く
な
く
御
座
候
。
又
世
間
之
女
ハ
ひ
ん
は

り
と
唱
へ
申
候
て
、
鯨
を
細
ク
し
て
鬢
ヲ
張
出
シ
、
或
ハ
灯
籠
鬢
ン
と
唱

ヘ
、
其
鯨
を
台
に
し
て
、
其
上
へ
鬢
之
髪
ヲ
う
つ
く
敷
な
ら
へ
申
候
。
右
鬢

張
も
遊
女
太
夫
な
と
銀
ニ
而
拵
候
事
も
有
之
候
。
此
方
御
一
統
ニ
ハ
右
之
鬢

張
ハ
無
之
、
先
只
今
之
や
う
な
る
も
の
ニ
御
座
候
。
扨

と
い
ふ
も
の
、
只

今
之
如
ク
内
へ
こ
ミ
も
の
し
て
ふ
く
ら
か
す
と
い
ふ
事
一
向
無
之
、
長
行
様

御
若
盛
り
之
頃
、
ふ
く
ら

御
物
数
寄
有
之
、
夫
よ
り
市
中
遊
所
迄
も
皆

ヲ
ふ
く
ら
か
す
事
を
見
習
ヒ
、
世
上
ば
ゝ
・
か
ゝ
迄
其
風
ニ
な
れ
候
。
夫
迄

ハ

と
い
ふ
も
の
ハ
至
而
薄
く
、
鬢
付
ニ
て
か
た
め
、
其
上
ヲ
紙
を
以
う
へ

し
た
よ
り
は
さ
み
お
し
か
た
め
、
至
極
薄
く
致
シ
、
又

上
ケ
と
い
ふ
も
の

あ
り
て
、
是
も
鯨
ヲ
以
拵
へ
、
下
タ
よ
り
髪
之
わ
け
し
所
へ
さ
し
込
引
キ
上

ケ
、
下
タ
へ
さ
が
ら
さ
る
や
う
ニ
せ
し
も
の
、
是
も
右
之
通
加
賀
笠
ヲ
か
ぶ

り
申
候
故
、
う
へ
よ
り
お
さ
へ
付
ケ
申
候
故
、

ハ
さ
が
ら
ぬ
や
う
と
工
夫

せ
し
も
の
也
。
惣
体
今
之
髪
之
風
と
ハ
大
ニ
違
へ
り
。
其
風
ヲ
見
ん
と
思

ハ
ゝ
、
画
工
西
川
祐
信
絵
草
紙
ニ
幾
等
も
あ
り
、
其
通
ニ
相
違
な
し
。

冒
頭
に
あ
る

右
之
か
ゞ
笠
ヲ
か
ぶ
り
申
候
故
、
只
今
と
違
髪
も
余
程
ひ
く
う

結
ヒ
申
候
而
、
鬢
ハ
又
一
統
横
へ
之
出
ハ
す
く
な
く
御
座
候
。

と
い
う
記
述
が



興
味
深
い
。
か
つ
て
は
、
笠
を
被
る
た
め
に
髪
を
高
く
結
い
上
げ
ず
低
く
、
ま
た

鬢
も
お
し
な
べ
て
張
り
出
さ
ず
に
結
わ
れ
て
い
た
の
だ
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
、
鯨

の
髭
で
作
っ
た

び
ん
は
り

が
登
場
す
る
と

灯
籠
鬢
ン

と
唱
え
、

鯨
を

台
に
し
て
、
其
上
へ
鬢
之
髪
ヲ
う
つ
く
敷
な
ら
へ

た
髪
型
が
登
場
し
た
。
燈
籠

鬢
は
、
安
永
期
か
ら
寛
政
期
（
一
七
七
二

一
八

一
）
に
か
け
て
ひ
ろ
く
流
行

を
見
た
髪
型
で
あ
る
。
鯨
の
髭
や
鼈
甲
な
ど
で
、
半
円
形
の
鬢
張
り
を
作
り
、
そ

れ
を
左
右
の
鬢
に
通
し
て
上
か
ら
鬢
の
毛
を
か
け
て
、
向
こ
う
が
透
け
て
見
え
る

ほ
ど
に
薄
く
仕
上
げ
、
そ
の
形
が
燈
籠
の
笠
に
似
る
こ
と
か
ら

燈
籠
鬢

と
い

う
名
で
呼
ば
れ
た
と
い
う
。

遊
女
や
太
夫
等
は
、
鬢
張
り
を
銀
で
誂
え
さ
せ
た
、
と
い
う
記
述
も
興
味
深

い
。

守
貞
謾
稿

に
よ
れ
ば
、

京
坂
に
て
び
ん
は
り
、
江
戸
に
て
び
ん
さ
し
と

云
ふ
。
鼈
甲
あ
る
ひ
は
銀
製
も
あ
り
。
普
通
は
針
銅
紙
巻
き
黒
漆
な
り
。
京
坂
は

今
も
式
正
晴
略
褻
と
も
に
こ
れ
を
用
ふ
。

と
あ
る
と
お
り
、
鬢
張
り
は
、
十
八

世
紀
後
半
以
降
ひ
ろ
く
用
い
ら
れ
た
道
具
で
あ
っ
た
。

ま
た

（
髱
）
に
つ
い
て
は
、

只
今
之
如
ク
内
へ
こ
ミ
も
の
し
て
ふ
く
ら
か

す
と
い
ふ
事
一
向
無
之

と
い
う
。

の
中
に
入
れ
た

こ
ミ
も
の

と
は
、
お

そ
ら
く

髱
入
れ

あ
る
い
は

差

と
呼
ば
れ
る
道
具
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

髱
入
れ

あ
る
い
は

差

と
呼
ば
れ
る
道
具
に
つ
い
て

守
貞
謾
稿

で

は
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。

差
は
大
略
延
宝
以
来
こ
れ
を
用
ふ
か
。
延
宝
以
来
、

長
く
あ
る
ひ
は

高
く
す
。
こ
の
物
な
き
こ
と
能
は
ず
。

左
図
の
物
は
二
ケ
と
も
に
鯨
の
鰭
を
も
っ
て
こ
れ
を
製
す
。
上
図
の
物

（
享
保
前

差
図
）
は
は
な
は
だ
薄
く
、
下
図
の
物
（
享
保
後

差
図
）
は

や
う
や
く
厚
し
《
図

》。

差
の
こ
と
、

物
類
称
呼

に
云
ふ
、
畿
内
に
て

つ
と
さ
し

、
東
国

に
て

た
ぼ
さ
し

、
中
国
・
西
国
と
も
に

つ
と
は
ね

、
土
州
に
て

つ

と
さ
し

、
ま
た

つ
と
ば
り

、
加
賀
に
て

つ
い
（
つ
と
）
か
う
が
い

と
云
ふ
。（
巻
之
十

女
扮

上

）

つ
と
い
れ
は
江
戸
の
た
ぼ
さ
し
と
同
じ
く
髻
の
背
に
当
て
、
灯
心
押
へ
の
手

の
ご
と
き
物
を
髻
に
結
び
付
く
る
。（
つ
と
い
れ
の
図
二
図
《
図

》）
二
図

と
も
に
亘
お
よ
そ
三
寸
、
鉄
線
紙
巻
き
黒
ぬ
り
な
り
。
京
坂
、
髱
を
つ
と
と

云
ふ
。
つ
と
は
な
は
だ
高
く
す
。
故
に
江
戸
の
た
ぼ
さ
し
と
は
形
異
な
る
な

り
。（
巻
之
十
一

女
扮

中

）

長
行
様

と
は
六
代
幸
行
の
内
儀
・
長
の
こ
と
を
さ
す
と
考
え
ら
れ
る
（

）
。
長

が
生
ん
だ
七
代
幸
栄
は
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
生
ま
れ
で
あ
り
、
逆
算
す
る

と
、
長
は
明
和
初
年
頃
に
は
鴻
池
家
へ
嫁
入
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
一
連
の

記
述
は
明
和
年
間
（
一
七
六
四

一
七
七
二
）
頃
の
状
況
を
記
し
た
も
の
と
考
え

て
よ
か
ろ
う
。
直
方
に
よ
れ
ば
、

長
行
様
御
若
盛
り
之
頃
、
ふ
く
ら

御
物
数

寄
有
之

と
い
う
か
ら
、

を
ふ
く
ら
ま
す
髪
型
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
の
女
性
の
間

浪花の風 籠耳集 にみる豪商鴻池家のよそおい

《図 》



で
行
わ
れ
て
い
た
訳
で
は
な
い
よ
う
だ
。
し
か
し
、
文
政
年
間
に
至
る
と
、

を

ふ
く
ら
ま
す
髪
型
は
大
流
行
し
、
市
中
は
も
と
よ
り
遊
所
や
年
配
の
女
性
達
に
も

の
間
で
も
結
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

直
方
に
よ
る
と
、
明
和
年
間
頃
ま
で
の

は
至
っ
て
薄
い
も
の
で
、
鬢
付
油
で

固
め
、
そ
の
上
を
紙
で
上
下
か
ら
挟
ん
で
押
し
固
め
て
極
力
薄
く
し
て
い
た
の
だ

と
い
う
。
ま
た

上
ケ

と
い
う
道
具
に
つ
い
て
の
記
述
も
興
味
を
引
く
。

上
ケ

は
鯨
の
髭
で
拵
え
た
も
の
で
、

下
タ
よ
り
髪
之
わ
け
し
所
へ
さ
し

込
引
キ
上
ケ
、
下
タ
へ
さ
が
ら
さ
る
や
う
ニ
せ
し
も
の

で
、

ハ
さ
が
ら
ぬ

や
う
と
工
夫
せ
し
も
の
也

と
い
う
。
そ
の
姿
は

今
之
髪
之
風
と
ハ
大
ニ
違
へ

り

と
い
い
、
そ
の
様
子
は
西
川
祐
信
（

）
の
絵
草
紙
に
見
ら
れ
る
と
お
り
で
相
違
は

な
い
と
も
し
て
い
る
。
こ
れ
は
祐
信
や
鈴
木
春
信
の
作
品
に
登
場
す
る
美
人
た
ち

の
ご
と
く
、

に

差
を
入
れ
て

が
小
袖
の
衿
に
つ
か
ぬ
よ
う
に
し
た

鶺
鴒

髱

と
呼
ば
れ
る
長
い

を
さ
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（

）
。

二

三
、
振
袖
の
寸
法
と
帯
の
幅

さ
ら
に
、
振
袖
の
長
さ
と
帯
の
幅
に
関
す
る
記
述
が
続
く
。

又
着
類
も
大
ニ
古
風
あ
り
、
娘
之
振
り
袖
な
と
今
之
と
ハ
余
程
ミ
ち
か
く
、

其
頃
御
振
り
袖
之
袖
下
な
と
頂
戴
致
し
候
ニ
、
漸
々
か
ゝ
笠
の
笠
当
二
成
位

二
而
、
袖
下
も
甚
ミ
ち
か
く
、
近
来
之
御
袖
下
ハ
ふ
く
さ
に
成
り
候
程
惣
体

長
シ
。
又
帯
も
細
ク
、
長
行
様
﹇
お
長
様
也
﹈
永
寿
様
﹇
お
辰
様
也
﹈
御
仕

入
之
帯
、
六
寸
又
六
寸
五
分
と
承
り
居
候
。
昌
樹
様
妹
﹇
ミ
つ
、
貞
心

尼
﹈、
本
町
久
宝
寺
屋
六
兵
衞
方
へ
嫁
入
被
成
候
節
之
帯
、
此
方
二
残
り
有

之
、
是
ハ
又
五
寸
位
ニ
御
座
候
。
其
時
之
帯
入
黒
ぬ
り
之
長
キ
箱
有
之
候
。

我
等
三
味
せ
ん
箱
と
の
ミ
覚
へ
申
候
。
か
け
ご
も
あ
り
て
、
是
へ
ハ
抱
へ
帯

入
リ
と
の
事
、
抱
帯
ハ
無
之
候
得
共
、
定
而
到
而
幅
せ
ば
き
事
と
被
存
候
。

西
二
良
寿
様
子
供
之
時
之
帯
あ
り
、
是
ハ
丸
ぐ
け
也
。

振
袖
の
振
り
の
長
さ
も
文
政
期
と
は
大
い
に
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
あ

る
。

三
貨
図
彙

茶
器
名
物
図
彙

の
編
纂
な
ど
、
実
証
的
な
研
究
に
取
り
組

ん
だ
直
方
ら
し
い
観
察
眼
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
が
、
事
実
、
小
袖
の
文
様
や
振
袖

の
振
り
の
長
さ
に
は
、
時
代
毎
、
地
域
毎
、
そ
し
て
階
層
毎
に
明
確
な
流
行
が
見

ら
れ
る
も
の
で
あ
る

（

）
。
直
方
の
い
う

其
頃

と
は
お
そ
ら
く
長
の
娘
時
代
に
あ

た
る
明
和
以
前
の
時
期
を
さ
す
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
期
ま
で
の
娘
の
振
袖
の

振
り
は
文
政
期
よ
り
も
短
く
、
し
た
が
っ
て
振
袖
を
切
り
詰
め
た
際
に
不
要
と
な

る
袖
下
は
再
利
用
し
て
も
、
ど
う
に
か
笠
の
笠
当
て
く
ら
い
に
し
か
な
ら
な
か
っ

《図 》



た
。
し
か
し
、
文
政
期
に
至
る
と
振
袖
の
袖
下
は
長
く
な
り
、
再
利
用
の
際
に
は

ふ
く
さ
に
仕
立
て
ら
れ
る
ほ
ど
長
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

守
貞
謾
稿

に
よ
る
と
、
振
袖
は

昔
時
そ
の
製
な
し

と
い
い
、
小
児
の

気
を
洩
ら
す
た
め
に
腋
を
闕
け
て

八
ツ
口

を
あ
け
た
こ
と
で
振
り
が
出
来
、

そ
の
結
果
、
長
袖
が
振
り
動
く
こ
と
か
ら

振
袖

と
名
付
け
ら
れ
た
と
い
う
。

振
袖
の
丈
に
関
し
て
も
い
く
つ
か
の
興
味
深
い
記
述
が
あ
る
。

巻
之
十
六

女

服

に
よ
れ
ば
、

（
一
）
振
袖
の
丈
は
は
じ
め
は
概
ね
一
尺
五
寸
程
度
の
長
さ
で
あ
っ
た
。

（
二
）
こ
の
一
尺
五
寸
前
後
の
袖
丈
を
総
じ
て

六
尺
袖

と
呼
ん
だ
。

（
三
）
万
治
年
間
に
は

六
尺
袖

を
大
振
袖
と
し
て
い
た
。

（
四
）
貞
享
年
間
に
は
概
ね
二
尺
、
正
徳
・
享
保
年
間
以
来
、
二
尺
四
、
五

寸
、
寛
延
・
宝
暦
年
間
以
来
、
二
尺
六
、
七
寸
あ
る
い
は
八
、
九
寸

と
な
り
、
身
長
に
応
じ
て
長
さ
を
変
え
る
が
、
地
面
に
着
く
ほ
ど
の

長
さ
に
な
っ
た
。

（
五
）
近
年
、
京
坂
の
中
以
上
の
市
民
の
処
女
等
は
略
褻
の
時
、
一
尺
五
、

六
寸
の
袖
を
製
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
を

中
振
袖

と
い
う
。

つ
ま
り
、
振
袖
の
丈
に
つ
い
て
は
、

籠
耳
集

の
記
載
と
合
致
す
る
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。

守
貞
謾
稿

に
お
け
る
振
袖
の
記
事
で
、
興
味
深
い
も
の
を
列
挙

し
て
お
く
。

（
六
）
今
世
（
天
保
年
間
以
降
）
は
、
高
貴
な
者
や
京
坂
の
豪
富
は
平
日
も

振
袖
を
用
い
る
。
京
坂
で
平
日
に
振
袖
を
用
い
る
こ
と
を

常
じ
ょ
う

振

袖

と
い
う
。

（
七
）
中
以
下
の
階
層
の
も
の
は
、
礼
服
晴
服
に
振
袖
を
用
い
る
。
平
日
は

用
い
な
い
。

（
八
）
下
民
は
礼
晴
に
も
振
袖
を
用
い
る
こ
と
は
な
い
。

（
九
）
三
都
（
京
・
大
坂
・
江
戸
）
と
も
に
、
既
婚
者
は
振
袖
を
着
な
い
。

既
婚
者
だ
が
、
歯
黒
を
せ
ず
眉
も
剃
っ
て
い
な
い
者
、
つ
ま
り
子
を

持
た
な
い
婦
人
は
振
袖
を
着
て
も
よ
い
。
振
袖
の
着
用
を
止
め
る
時

は

留
袖

と
称
し
て
、
祝
賀
を
す
る
。

（
十
）
京
坂
で
は
、
新
婦
を
迎
え
る
者
は
、
礼
晴
あ
る
い
は
礼
褻
に
振
袖
を

用
い
る
か
否
か
を
媒
酌
人
に
尋
ね
、
先
方
の
意
向
に
従
う
必
要
が
あ

る
。

帯
は
、
六
代
幸
行
の
内
儀
・
長
、
五
代
宗
益
の
娘
・
辰
（
文
化
七
年
（
一
八
一

）
卒
、
六
十
四
歳
）
が
仕
立
て
さ
せ
た
帯
は
幅
が
六
寸
ま
た
は
六
寸
五
分
、
つ

ま
り
約
二
十
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
か
ら
二
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
っ
た
よ
う

だ
（

）
。
昌
樹
様
妹
み
つ
（
貞
心
尼
）
が
本
町
の
久
宝
寺
屋
六
兵
衞
方
へ
嫁
入
り
の
際

に
着
用
し
た
帯
は
幅
五
寸
ほ
ど
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
抱
帯
を
入
れ
て
い
た
黒
塗

箱
の
幅
は
狭
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
い
、
ま
た
西
の
良
寿
様
が
子
供
の
頃
に
着
用

し
た
帯
は
丸
ぐ
け
の
帯
で
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
と
も
に
時
期
は
不
明
で

あ
る
。守

貞
謾
稿

で
は
帯
に
関
す
る
記
述
が
少
な
く
、
多
く
の
情
報
を
得
る
こ
と

は
出
来
な
い
が
、

巻
之
十
六

女
服

に
よ
れ
ば
、

帯
は
礼
服
に
緞
子
、
晴
略

に
紺
繻
子
・
紺
博
多
、
褻
に
紫
縮
緬
、
三
品
と
も
に
丸
帯
な
り
。

と
い
う
区
分

が
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
御
殿
女
中
の
帯
は

錦
緞
子
の
類
あ
る
ひ
は
黒
繻
子
に
繍
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模
様
も
あ
り
。
長
け
丈
な
り
。
幅
、
市
中
女
帯
よ
り
い
さ
さ
か
短
し
（
お
ほ
む
ね

七
、
八
寸
か
）。

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
時
の
市
中
で
用
い
ら
れ
た
女
帯
は
す
で

に
約
二
十
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
か
ら
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
幅
に
な
っ
て

い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

な
お
、
残
念
な
が
ら
鴻
池
家
旧
蔵
服
飾
資
料
群
に
は
帯
が
残
さ
れ
て
い
な
い
。

二

四
、

乗
物

と

履
物

女
性
た
ち
が
外
出
す
る
際
の

乗
物

と

履
物

に
つ
い
て
も
具
体
的
な
記

述
が
あ
る
。

扨
奥
様
方
御
往
来
、
皆
か
つ
き
ニ
而
、
又
御
乗
物
ニ
御
座
候
。
此
乗
物
皆
角

棒
ニ
而
、
今
医
者
之
乗
り
候
通
ニ
而
、
左
右
之
す
た
れ
黒
ぬ
め
ニ
而
、
紅
之

房
二
ツ
ツ
ゝ
左
右
ニ
掛
リ
有
之
、
是
も
御
後
室
歟
又
四
十
御
過
被
成
候
時

ハ
、
乗
物
も
丸
棒
ニ
成
リ
、
べ
に
之
ふ
さ
も
黒
糸
ニ
成
リ
申
候
。
腰
元
皆
雪

踏
ニ
御
座
候
。
其
花
尾
ハ
黒
と
赤
ち
り
め
ん
の
ふ
た
へ
合
シ
花
緒
ニ
御
座

候
。
老
母
も
同
断
御
供
之
時
計
加
賀
笠
ハ
着
不
申
、
御
主
人
様
之
青
天
井
日

傘
さ
し
申
候
。
又
別
宅
女
房
ハ
今
之
通
か
さ
ね
草
履
は
き
申
候
。

奥
様
方
は
外
出
時
に
は
皆

か
つ
き

（
被
衣
）
を
着
て
、

御
乗
物

に
乗
っ

て
出
か
け
る
。
確
か
に
鴻
池
家
旧
蔵
服
飾
資
料
群
に
は
五
点
の
被
衣
が
残
さ
れ
て

お
り
、
い
ず
れ
も
腰
部
を
段
替
わ
り
に
染
め
た
単
衣
の
資
料
で
あ
る
《
写
真

》。

守
貞
謾
稿

で
は
、

今
世
は
堂
上
の
婦
女
お
よ
び

、
ま
た
京
坂
極
富
の

《写真 》
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女
、
被
衣
を
用
ひ
、
そ
の
他
面
を
覆
は
ず
。

と
し
て
お
り
、
そ
の
記
述
は

籠

耳
集

と
合
致
し
て
い
る
。

乗
物
の
担
ぎ
棒
は

角
棒

で
あ
っ
た
ら
し
い
。
こ
れ
は
医
者
が
乗
る
も
の
と

同
じ
と
い
い
、
左
右
の
簾
は
黒
の
絖
地
で
、
左
右
に
紅
糸
の
房
が
二
つ
ず
つ
か

か
っ
て
い
る
。
乗
物
の
棒
は

御
後
室

つ
ま
り
未
亡
人
に
な
っ
た
り
四
十
歳
を

過
ぎ
た
り
す
る
こ
ろ
に
は
丸
棒
と
し
、
紅
糸
の
房
は
黒
糸
に
な
る
と
い
う
。
女
性

用
の
乗
物
に
つ
い
て
は

守
貞
謾
稿

後
集

巻
之
三

駕
車

に
挿
図
入
り

で
解
説
が
あ
る
。

女
駕

は

女
乗
物

と
も
い
い
、

惣
黒
漆
に
金
蒔
絵
を
最

上
と
す
。
蒔
絵
は
定
紋
散
ら
し
あ
る
ひ
は
定
紋
に
唐
草
、
ま
た
は
唐
草
の
み
を
も

こ
れ
を
描
く
か
。（
下
略
）

ま
た

窓
簾
の
縁
、
赤
地
錦
に
緋
総
な
り

と
も
あ

る
。
た
だ
し
、
そ
の
身
分
か
ら
考
え
て
も
、
鴻
池
家
に
お
い
て
は
黒
漆
地
金
蒔
絵

の
女
乗
物
は
用
い
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に

守
貞
謾

稿

で
は

は
う
ぜ
ん
じ
駕
籠

と
し
て

民
間
用
、
こ
れ
を
最
上
と
す
。（
中

略
）
豪
富
等
の
市
民
こ
れ
を
用
ひ

る
と
し
て
い
る
《
図

》。
さ
ら
に

籠
耳

集

で
は

今
医
者
之
乗
り
候
通

と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

守
貞
謾
稿

に
掲
載
の

江
戸
医
師
乗
物

の
形
状
《
図

》
も
参
考
に
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ

う
。奥

方
た
ち
の
乗
っ
た
駕
籠
に
付
き
従
う
腰
元
は
、
黒
と
赤
の
縮
緬
の
鼻
緒
の
雪

踏
履
き
で
あ
っ
た
。

守
貞
謾
稿

巻
之
三
十

傘
・
履

に
よ
る
と
、
雪
駄
は

草
履
に
ま
た
草
履
を
重
ね

た

裡
付
草
履

に

湿
り
の
透
ら
ぬ
こ
と
を
計

り
て
、
裡
牛
皮
を
も
っ
て
造

っ
た
も
の
で

う
ら
が
ね

を
う
っ
て
い
た
。
供

の
老
母
も
同
じ
く
雪
駄
を
履
き
、
加
賀
笠
は
つ
け
ず
に
主
人
で
あ
る
奥
方
所
用
の

青
天
井
日
傘

を
さ
し
た
と
い
う
。
別
宅
、
つ
ま
り
別
家
の
女
房
は
、

か
さ

ね
草
履

履
き
だ
と
い
う
。

守
貞
謾
稿

に
よ
れ
ば
、

重
ね
草
履

は

表
真

竹
の
ふ
し
な
し
上

を
極
細
に
裂
き
、
中
は
ち
く
、

を
用
ひ
、
裡
革
を
つ
け

（
以
上
三
枚
が
さ
ね
な
り
）、
緒
燻
べ
革
一
筋
あ
る
ひ
は
二
筋
な
り
（
俗
に
一
こ

く
二
こ
く
と
云
ふ
）。
前
緒
同
革
な
り
。
背
の
尾
に
二
、
三
鋲
を
う
つ
（
あ
ら
あ

ら
雪
駄
の
製
に
て
尻
鉄
を
鋲
に
代
ふ
る
の
み
。
こ
の
草
履
は
江
戸
に
は
こ
れ
な

し
）。

と
い
い
、

中
以
上
の
士
民
、
礼
・
褻
と
も
に
（
中
略
）
用
ふ

履
き
物

で
あ
っ
た
。

こ
こ
ま
で
鴻
池
家
の
女
性
た
ち
の
衣
生
活
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
き
た
が
、

こ
こ
で
浮
き
彫
り
に
な
る
の
は
、
鴻
池
家
で
は
両
替
店
の
経
営
に
お
い
て
は
緊
縮

財
政
を
ひ
き
つ
つ
も
、
他
方
主
人
一
家
の
生
活
に
お
い
て
は
そ
の
豊
か
な
経
済
力

を
背
景
に
し
て
相
応
に
贅
沢
な
暮
ら
し
を
営
ん
で
い
た
こ
と
で
あ
る
。
鴻
池
家
の

女
性
た
ち
は
、
そ
の
分
を
弁
え
つ
つ
も
衣
服
や
髪
型
、
被
り
物
、
履
物
に
は
気
配

り
、
家
柄
に
ふ
さ
わ
し
い
暮
ら
し
を
営
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
鴻
池
家
の
男
性
た
ち
、
特
に
主
人
な
ら
び
に
両
替
店
で
働
く
ひ
と
び
と

の
暮
ら
し
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
章
で
検
討
し
て
み
よ

う
。

三
、

籠
耳
集

に
み
る
鴻
池
家
の
男
性
た
ち

第
三
章
で
は
、
お
も
に
鴻
池
家
の
男
性
た
ち
、
す
な
わ
ち
主
人
な
ら
び
に
両
替

浪花の風 籠耳集 にみる豪商鴻池家のよそおい



店
で
働
く
ひ
と
び
と
の
衣
生
活
に
つ
い
て
注
目
し
て
い
く
。
ま
ず
、
鴻
池
両
替
店

に
お
け
る
こ
ど
も
の
待
遇
に
関
し
て
述
べ
た
部
分
を
見
て
い
こ
う
。

三

一
、
鴻
池
両
替
店
に
お
け
る
こ
ど
も
の
待
遇

市
中
奉
公
致
候
丁
児
も
、
皆
仕
着
せ
ハ
木
綿
振
袖
之
由
、
是
ハ
つ
ゐ
へ
成
と

て
了
瑛
様
御
若
年
之
砌
御
や
め
被
成
由
、
今
ニ
而
其
風
残
り
有
所
、
平
野
屋

五
兵
衞
殿
方
一
軒
計
ニ
御
座
候
。
御
本
家
別
宅
悴
と
も
奉
公
と
な
く
、
日
々

出
勤
致
し
候
外
丁
児
同
様
店
之
用
ニ
御
遣
ヒ
被
成
候
。
是
ハ
や
は
り
羽
織
な

と
着
申
候
而
、
日
中
計
勤
、
日
暮
ニ
ハ
引
取
申
候
。
昌
樹
様
・
玄
涼
様
・

前
々
豊
兵
衞
様
な
と
、
同
様
二
相
勤
メ
被
申
候
。
宗
智
様
御
当
主
之
御
時

代
、
店
へ
出
勤
致
候
ニ
、
他
所
向
之
子
供
と
へ
た
て
有
之
候
而
ハ
た
が
ひ
ニ

不
宜
候
。
別
宅
子
供
も
他
所
向
子
供
同
様
ニ
相
勤
さ
せ
、
又
元
服
な
と
も
同

様
ニ
取
計
致
シ
遣
シ
候
方
宜
敷
候
。
別
宅
共
悴
内
に
居
申
候
而
ハ
、
行
々
為

不
宜
敷
候
間
、
外
子
供
並
ニ
皆
々
出
勤
致
さ
す
へ
し
と
被
仰
出
候
。
其
後
も

前
九
左
衞
門
殿
・
豊
兵
衞
と
の
・
太
郎
兵
衞
殿
・
治
郎
兵
衞
殿
な
と
ハ
、
御

店
へ
出
勤
不
被
致
候
而
、
自
分
之
家
業
之
売
買
致
シ
居
被
申
候
。

か
つ
て
大
坂
の
市
中
に
お
い
て
奉
公
を
す
る

丁
児

の

仕
着
せ

は
い
ず

れ
も

木
綿
振
袖

で
あ
っ
た
と
い
う
が
、
こ
の
習
慣
は

了
瑛
様
御
若
年
之
砌

御
や
め
被
成
由

と
し
て
い
る
。

了
瑛
様

と
は
四
代
宗
貞
の
こ
と
で
あ
る
か

ら
、
そ
の
若
年
の
頃
と
な
る
と
宝
永
か
ら
正
徳
年
間
（
一
七

四

一
七
一
六
）

ご
ろ
の
出
来
事
で
は
な
か
っ
た
か
。
文
政
年
間
に
お
い
て
も
そ
の
風
習
が
残
る
と

こ
ろ
は
、
平
野
屋
五
兵
衞
方
一
軒
だ
け
で
あ
る
と
い
う
報
告
を
を
し
て
い
る
。

本
家
お
よ
び
別
宅
の
悴
は
、
日
々
店
に
出
勤
し
丁
稚
と
同
様
に
店
の
用
事
を
行

う
が
、
服
装
は
羽
織
な
ど
を
着
し
日
中
だ
け
の
勤
務
を
し
て
日
暮
れ
に
は
家
へ
引

き
取
る
と
い
い
、
そ
の
例
に
し
た
が
っ
て
店
に
出
勤
し
て
い
た
三
名
の
名
を
挙
げ

て
い
る
。
ま
た
五
代
宗
益
が
当
主
で
あ
っ
た
時
代
に
、
こ
ど
も
が
店
へ
出
勤
し
た

と
こ
ろ
、
他
所
か
ら
奉
公
す
る
こ
ど
も
と
扱
い
に
隔
て
が
あ
っ
て
互
い
に
不
都
合

で
あ
っ
た
と
も
い
う
。
そ
こ
で
、
別
宅
の
こ
ど
も
も
他
所
か
ら
の
こ
ど
も
同
様
に

勤
め
さ
せ
、
元
服
な
ど
も
同
様
に
取
り
計
ら
う
の
が
良
い
と
し
た
。
別
宅
の
悴
が

家
に
留
め
置
か
れ
て
い
る
の
は
よ
ろ
し
く
な
い
、
他
所
の
こ
ど
も
と
同
様
に
皆
出

勤
さ
せ
る
べ
き
だ
と
も
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
方
針
が
出
た
の

ち
も
数
名
の
者
は
店
へ
出
勤
せ
ず
、
家
業
の
売
買
を
し
て
い
る
と
い
う
。

鴻
池
家
に
お
い
て
は

本
家
別
宅
悴
と
も
奉
公
と
な
く
、
日
々
出
勤
致
し
候
外

丁
児
同
様
店
之
用
ニ
御
遣
ヒ
被
成
候

と
い
う
方
針
の
も
と
、
次
代
の
経
営
者
と

な
る
子
息
た
ち
の
教
育
に
勤
し
ん
だ
の
で
あ
る
。

浪
花
の
風

に
お
い
て
は
、

鴻
池
両
替
店
で
働
く
ひ
と
び
と
の
様
子
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

店
に
居
る
若
き
も
の
も
数
十
人
な
れ
ど
も
、
其
着
服
四
季
施
等
、
皆
古
来
よ

り
の
仕
来
り
を
守
る
故
、
他
の
店
の
も
の
と
混
ず
る
こ
と
な
く
、
且
此
も
の

ど
も
時
に
寄
て
店
の
引
ケ
し
後
は
、
夜
中
十
人
廿
人
寄
集
り
て
酒
の
み
戯
れ

遊
び
、
浄
瑠
璃
又
は
乱
舞
抔
の
学
び
を
な
し
て
興
ず
る
こ
と
あ
り
。
是
を
陰

に
て
聞
時
は
、
美
酒
嘉
肴
あ
り
て
大
酒
宴
の
有
様
な
れ
ど
も
、
そ
の
席
を
伺

ひ
ミ
れ
バ
肴
と
い
ふ
も
の
も
な
く
、
先
は
菜
漬
の
香
の
物
か
、
左
な
く
ば
鹽



鰯
抔
を
少
々
斗
り
肴
と
な
し
て
、
酒
の
ミ
楽
し
む
體
、
実
に
二
百
年
も
以
前

は
か
く
や
あ
り
け
ん
と
思
は
る
事
に
て
、
今
世
の
目
よ
り
見
る
時
は
、
興
の

さ
め
た
る
體
な
り
と
い
ふ
。

両
替
店
に
奉
公
す
る
若
者
た
ち
は
、
店
の
仕
事
を
終
え
た
あ
と
、
夜
に
十
人
、

二
十
人
と
集
っ
て
酒
宴
を
催
し
、
浄
瑠
璃
ま
た
は
乱
舞
な
ど
を
学
ん
で
楽
し
む
こ

と
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
さ
ま
は
大
酒
宴
の
よ
う
で
あ
っ
て
も
そ
っ
と
様
子
を
伺
い

見
る
と
肴
と
呼
べ
る
よ
う
な
も
の
は
な
く
、
た
だ
菜
漬
の
香
の
物
が
、
鹽
鰯
が

少
々
あ
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
鴻
池
家
で
は
、
主
人
以
下
奉

公
す
る
た
も
の
た
ち
が
と
も
に
両
替
店
で
働
き
、
と
き
に
は
酒
を
囲
み
培
っ
た
連

帯
感
に
よ
っ
て
、
苦
難
の
時
代
を
迎
え
て
も
な
お
、
主
従
一
致
団
結
し
て
乗
り

切
っ
て
い
こ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

三

二
、
旦
那
方
の
髪
型

旦
那
衆
の
髪
型
に
も
簡
単
に
言
及
し
て
い
る
。

一

旦
那
方
了
淳
様
・
武
右
衞
門
様
・
常
輪﹇
善
八
様
也
﹈・

翁
様
・
弥
七

郎
様
・
金
三
郎
様
始
メ
世
上
之
旦
那
衆
皆
髪
之
結
ヒ
ヤ
う
、
か
つ
付
と
て
わ

け
し
根
も
と
を
厳
敷
し
め
付
ケ
、
皆
大
た
ぶ
さ
ニ
而
、
頭
月
代
之
所
ニ
二
ツ

四
ツ
も
皺
よ
り
有
之
、
是
ヲ
其
節
ハ
粋
（
ス
ヒ
）
成
様
申
候
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
了
淳
様
こ
と
六
代
幸
行
以
下
旦
那
衆
の
髪
型
は

か
つ
付

と
い
っ
た
。
根
元
を
し
っ
か
り
と
締
め
付
け
、
大
た
ぶ
さ
、
つ
ま
り
は
髻
を
大
き

く
取
っ
た
。
そ
の
た
め
か
月
代
に
二
つ
、
四
つ
と
皺
が
よ
る
の
を

粋
（
す

い
）

と
呼
ん
だ
と
も
い
う
。

守
貞
謾
稿

で
は

粋

を

俗
間
の
流
行
に
走
る
者
を
京
坂
に
粋
と
云
ふ
。（
音

す
い
。
昔
は
三
都
と

も
に
こ
れ
を
称
す
。
け
だ
し
昔
は
水
字
を
用
ふ
。
こ
れ
に
反
す
月
と
云
ふ
。

（
中
略
）
そ
の
人
を
粋
人
と
云
ふ
。
江
戸
に
て
こ
れ
を
意
気
と
云
ひ
、
そ
の

人
を
通
人
と
云
ふ
。

と
定
義
し
て
お
り
、
直
方
が
鴻
池
家
の
旦
那
衆
に
対
し
て
い
う

粋

と
は
や
や

意
味
が
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。

三

三
、
旦
那
衆
の
衣
服

最
後
に
旦
那
衆
の
衣
服
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

御
紋
都
テ
大
キ
ニ
而
、
か
ね
さ
し
壱
寸
七
八
歩
位
、
小
袖
な
と
袖
口
ハ
殊
外

ふ
と
く
、
大
抵
釣
部
縄
程
之
ふ
と
さ
、
綿
入
・
羽
織
ニ
而
も
其
通
袖
口
ハ
殊

外
見
事
ニ
有
之
候
。
羽
織
之
た
け
も
余
程
長
ク
有
之
候
。
是
も
了
淳
様
廿
四

五
之
頃
二
御
座
候
。

了
淳
様
廿
四
五
之
頃
二
御
座
候

と
し
て
い
る
か
ら
、
明
和
年
間
（
一
七
六

四

一
七
七
二
）
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
時
期
の
紋
の
大
き
さ
に
つ
い
て
は

か

ね
さ
し
壱
寸
七
八
歩
位

と
し
て
い
る
。
曲
尺
の
一
寸
を
約
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

と
し
て
換
算
し
た
場
合
、
約
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
か
ら
五

五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

大
の
大
き
さ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
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こ
れ
に
対
し
て

守
貞
謾
稿

に
お
い
て
は

紋

を

記
号

あ
る
い
は

定
紋

家
紋

と
呼
び
、
そ
の
大
き
さ
を

一
寸
二
分
ば
か
り
を
普
通
と

す
。

と
し
て
い
る
か
ら
、
曲
尺
な
ら
約
三

六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

小
袖
な
と
袖
口
ハ
殊
外
ふ
と
く

と
は
、
続
く
文
章
の
文
脈
か
ら
、
小
袖
等

の
袖
口
に
覗
く

の
こ
と
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

と
は
、
袷
や
綿
入
れ

の
袖
口
お
よ
び
裾
の
裏
地
を
表
に
折
り
返
し
、
表
側
か
ら
少
し
の
ぞ
く
よ
う
に
仕

立
て
た
部
分
の
こ
と
で
あ
り
、
通
常
の
袖

は
三
か
ら
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
程
度
が

の
ぞ
く
よ
う
に
仕
立
て
る
も
の
で
あ
る
が
、
旦
那
衆
の
袖

は
釣
瓶
の
縄
ほ
ど
の

太
さ
が
あ
っ
た
と
い
う
。
綿
入
や
羽
織
の
袖
口
も
見
事
で
あ
っ
た
と
も
い
っ
て
い

る
。羽

織
の
丈
は
文
政
期
よ
り
も
随
分
と
長
い
も
の
で
あ
っ
た
と
も
し
て
い
る
。

守
貞
謾
稿

に
よ
れ
ば
、
羽
織
は
天
正
年
間
（
一
五
七
三

一
五
九
二
）
に
は

じ
ま
り
、
丈
の
長
短
は
流
行
に
左
右
さ
れ
や
す
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
（
巻
之

十
四

男
服

中

）。

あ
る
書
に
曰
く

と
し
て
江
戸
に
お
け
る
羽
織
の
丈
に

つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
す
。

・
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
頃
、
大
坂
人
形
つ
か
ひ
吉
田
文
三
郎
・
同
文
吾

な
ど
下
り
し
頃
よ
り
、
彼
が
風
を
見
習
ひ
て
羽
折
の
丈
再
び
長
き
を
好
み
け

る
が
、
ほ
ど
な
く
ま
た
短
く
な
る
、
云
々
。

・
文
政
中
、
京
坂
長
き
を
好
み
、
大
略
長
け
二
尺
四
、
五
寸
。

つ
ま
り

籠
耳
集

の
書
か
れ
た
文
政
年
間
の
京
坂
で
は
、
二
尺
四
、
五
寸
丈

の
羽
織
が
好
ま
れ
て
い
た
が
、
明
和
年
間
に
は
さ
ら
に
長
い
丈
の
羽
織
が
好
ま
れ

て
い
た
。
こ
う
し
た
長
羽
織
の
流
行
は
大
坂
の
人
形
遣
い
に
よ
っ
て
江
戸
に
も
た

ら
さ
れ
、
江
戸
で
も
長
羽
織
が
流
行
し
た
が
、
程
な
く
廃
れ
た
ら
し
い
こ
と
が
理

解
さ
れ
る
。
鴻
池
家
旧
蔵
服
飾
資
料
群
に
は
十
五
点
の
羽
織
が
確
認
さ
れ
る
が

（

）
、

そ
れ
ら
の
丈
は
い
ず
れ
も

守
貞
謾
稿

に
記
載
の
文
政
期
の
羽
織
丈
よ
り
も
短

い
も
の
で
あ
る
。

ま
と
め

鴻
池
家
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
っ
た
宮
本
又
次
氏
は

大
坂
町
人
論
（

）

の
中

で
、
大
阪
町
人
の
風
俗
に
関
し
て
二
つ
の
視
点
を
提
示
し
て
い
る
。
島
之
内
の

す
い
な
好
み

、
そ
し
て
船
場
の

こ
う
と
（
公
道
）

で
あ
る
。
そ
し
て
、
次

の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。

旦
那
衆
の
粋
は
下
品
に
堕
し
て
は
い
け
な
い
。
律
気
・
堅
気
・
実
直
を
失

わ
な
い
こ
と
を
限
度
と
す
る
。
酔
っ
て
も
崩
れ
な
い
限
度
が
要
件
で
あ
る
。

動
じ
な
い
行
儀
の
よ
ろ
し
さ
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
そ
こ
に
権
威
や
支
配

に
対
す
る
偽
装
性
と
い
う
こ
と
も
加
味
さ
れ
て
く
る
。

と
し
て
、
一
見
木
綿
の
よ
う
な
光
沢
を
放
つ
高
価
な
紬
や
山
蚕
の
着
物
を
着
用
し

た
り
、
木
綿
は
木
綿
で
も
渡
り
も
の
の
唐
桟
を
用
い
た
り
す
る
が
、
他
方
で
、
単

に
地
味
な
だ
け
で
は
野
暮
に
な
る
と
も
し
て
い
る
。
そ
の
要
点
を
書
き
抜
い
て
み

る
と
、

・
味
な
こ
と
、
乙
な
こ
と
を
欠
い
て
は
な
ら
ぬ
。

・
渋
い
つ
く
り
と
い
う
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
大
阪
流
に
い
う
と

こ
う
と



と
い
う
こ
と
に
な
る
。

・
（

こ
う
と

は
）
単
な
る
渋
さ
で
は
な
く
、
濃
や
か
さ
と
甘
味
・
丸
味
を

含
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・

良
賈
は
深
く
蔵
し
て
な
き
が
ご
と
し

を
よ
し
と
す
る
。

・
総
じ
て
大
阪
町
人
の
衣
服
・
家
具
・
調
度
に
は
か
く
さ
れ
た
上
品
さ
が
あ

り
、

も
っ
さ
り

し
て
い
る
よ
う
で
も
、
嫌
味
を
と
も
な
わ
な
い
、
深
さ
が

あ
る
。
持
ち
の
よ
さ
が
あ
る
。
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・

す
い

は
黙
し
て
多
く
を
語
ら
ぬ
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。

な
ど
と
し
て
い
る
。
論
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
大
阪
経
済
史
研
究
、
ひ

い
て
は
大
阪
研
究
の
先
鞭
を
つ
け
た
宮
本
氏
の
指
摘
に
は
得
る
と
こ
ろ
も
多
い
。

粋

に
つ
い
て
は
、
直
方
も
旦
那
方

か
つ
付

と
い
う
髪
型
に
関
し
て

是

ヲ
其
節
ハ
粋
（
ス
ヒ
）
成
様
申
候

と
記
述
し
て
い
る
が
、
鴻
池
家
に
お
い
て

も
、
旦
那
衆
の

粋

は

動
じ
な
い
行
儀
の
よ
ろ
し
さ

を
持
ち
あ
わ
せ
た
も

の
、
と
い
う
意
が
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

大
阪
歴
史
博
物
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
鴻
池
家
伝
来
の
品
々
は
、
服
飾
資
料
は

も
と
よ
り
漆
工
資
料
や
調
度
類
に
至
る
ま
で
、
上
品
で
、
嫌
味
な
く
、
深
い
味
わ

い
を
持
つ
上
等
品
で
あ
る
。
漆
工
資
料
な
ど
は
一
見
地
味
な
漆
塗
仕
上
げ
の
品
が

多
い
が
そ
の
実
は
、
漆
塗
り
の
仕
上
げ
は
至
極
丁
寧
で
、
施
さ
れ
た
金
蒔
絵
の
定

紋

五
ツ
山

も
経
年
に
よ
る
色
褪
せ
な
ど
は
み
ら
れ
な
い
《
写
真

》。
上
質

の
材
料
を
用
い
て
丁
寧
に
作
ら
れ
た
品
々
な
の
で
あ
る
。

服
飾
資
料
も
同
様
で
あ
る
。
女
性
物
の
打
掛
で
あ
る

茶
地
松
皮
菱
取
り
に
秋

草
文
刺
繍
小
袖

《
写
真

》
な
ど
は
、
一
見
地
味
に
み
え
る
も
の
の
、
じ
つ
は

高
級
な
衣
服
で
あ
る
。
表
地
は
薄
茶
色
の
絖
（

）
地
、
白
繻
子
地
を
腰
替
わ
り
に
貼
り

松
皮
菱
取
り
し
て
そ
の
表
面
に
は
緻
密
な
秋
草
の
刺
繍
を
施
す
。
さ
ら
に
は
八

掛
、
つ
ま
り
裾
回
し
に
も
同
様
の
刺
繍
が
施
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
八
掛
の
刺
繍

は
、
裾

に
も
及
ん
で
お
り
、
ほ
ん
の
少
し
表
側
に
も
の
ぞ
い
て
い
る
が
ほ
と
ん

ど
見
え
る
も
の
で
は
な
く
、
着
用
者
が
裾
を
捌
き
な
が
ら
歩
く
こ
と
で
初
め
て
人

目
に
ふ
れ
る
よ
う
な
デ
ザ
イ
ン
な
の
で
あ
る
。
同
様
の
意
識
は
男
性
用
の
服
飾
資

料
で
あ
る

紺
地
腰
替
わ
り
に
山
道
文
熨
斗
目
小
袖

《
写
真

》
な
ど
に
も
見

ら
れ
る
。
ご
く
一
般
的
な
熨
斗
目
小
袖
に
見
え
る
こ
の
作
品
は
、
じ
つ
は
五
ツ
紋

ま
で
織
り
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
、
そ
の
高
度
で
繊
細
な
織
成
技
術
に
は

舌
を
巻
く
こ
と
に
な
る
。

ま
た
贅
沢
な
品
ほ
ど
長
く
使
用
す
る
考
え
は
、
明
和
年
間
以
来
変
わ
ら
ず
に
続

い
て
い
た
ら
し
く
、
江
戸
時
代
後
期
に
製
作
さ
れ
た
婚
礼
衣
装
と
考
え
ら
れ
る

赤
地
几
帳
文
縫
絞
打
掛

《
写
真

》
な
ど
は
、
左
右
の
振
袖
を
付
け
替
え
て

ま
で
使
用
し
て
い
る
。
薄
く
軽
や
か
で
柔
ら
か
い
手
触
り
の
綸
子
地
に
刺
繍
と
絞

り
の
細
密
な
加
飾
が
加
え
ら
れ
た
こ
の
振
袖
は
、
本
来
の
袖
口
が
汗
染
み
等
で
傷

ん
で
し
ま
っ
た
が
故
に
左
右
の
袖
を
付
け
替
え
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る

品
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
打
掛
と
し
て
間
着
の
上
に
羽
織
っ
て
着
用
し
て
し
ま
え
ば
袖

を
付
け
替
え
た
文
様
の
不
連
続
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
気
に
な
ら
な
く
な
る
だ
ろ
う
。

江
戸
時
代
以
来
、
大
阪
随
一
の
富
商
と
し
て
知
ら
れ
た
鴻
池
一
統
、
そ
の
中
心

に
あ
っ
て
一
族
を
ま
と
め
て
き
た
善
右
衞
門
家
の
暮
ら
し
は
、

浪
花
の
風

に

あ
っ
た
よ
う
に

規
則
に
外
れ
し
事
な
き
故
に
、
更
に
手
入
抔
と
い
ふ
事
も
な

い
が
故
に
摘
発
を
免
れ
た
。
ま
さ
に

万
事
此
一
二
事
に
就
て
、
其
余
の
家
法
正

し
き
事
推
て
知
る
べ
き

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
厳
し
い
奢
侈
禁
止
の

な
か
に
あ
っ
て
も
規
則
に
外
れ
る
こ
と
な
く
、
品
が
良
く
、
嫌
み
も
な
く
、
も
ち

ろ
ん
け
っ
し
て
下
品
に
堕
す
こ
と
も
な
い
、
そ
れ
が
江
戸
以
来
の
暮
ら
し
ぶ
り
で

あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
う
し
た
鴻
池
家
の
暮
ら
し
こ
そ
が

粋

で

こ
う
と

な
暮
ら
し
だ
っ
た
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。



浪花の風 籠耳集 にみる豪商鴻池家のよそおい

註（

）
鴻
池
家
の
沿
革
に
つ
い
て
は
、
宮
本
又
次

宮
本
又
次
著
作
集

（
全
十
巻
、
講

談
社
、
一
九
七
七

七
八
年
）、
宮
本
又
次

鴻
池
善
右
衛
門

（
吉
川
弘
文
館
、

一
九
五
八
年
）、
大
阪
歴
史
博
物
館
編

豪
商
鴻
池

そ
の
暮
ら
し
と
文
化

（
東
方
出
版
株
式
会
社
、
二

三
年
）
を
参
照
の
こ
と
。

内
久
宝
寺
町
上
屋
敷

惣
絵
図

（
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）、
鴻
池
合
資
会
社
資
料
室
蔵
）
は
同
書
に
掲

載
。

（

）

今
橋
本
邸
居
宅
惣
絵
図

嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）、
鴻
池
合
資
会
社
資
料
室

蔵
（

豪
商
鴻
池

そ
の
暮
ら
し
と
文
化

参
照
）。
鴻
池
家
は
そ
の
後
、
酒
造

業
・
海
運
業
を
廃
業
し
、
鴻
池
家
は
両
替
商
・
蔵
元

掛
屋
・
大
名
貸
専
業
と
な
っ

た
。

（

）

瓦
屋
橋
屋
敷
絵
図

寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
十
一
月
、
鴻
池
合
資
会
社
資
料

室
蔵
（

豪
商
鴻
池

そ
の
暮
ら
し
と
文
化

掲
載
）。
瓦
屋
橋
別
邸
は
、
松
屋

町
筋
に
面
し
て
門
を
設
け
、
東
へ
や
や
奥
ま
っ
た
あ
た
り
か
ら
敷
地
が
ひ
ろ
が
っ

て
い
た
ら
し
い
。（
伊
藤
純

大
谷
家
所
蔵
鋳
造
関
係
資
料

江
戸
時
代
の
高
津
周

辺

、
大
阪
市
教
育
委
員
会
事
務
局
社
会
教
育
部
文
化
財
保
護
課
編

大
阪
の
歴

史
と
文
化
財

第
十
二
号
収
載
、
大
阪
市
文
化
財
協
会
、
二

三
年
）

（

）
鴻
池
新
田
開
発
の
経
緯
は
、
草
間
直
方
著

鴻
池
新
田
開
発
事
略

（
天
・
地
・

人
）、
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
に
詳
し
い
。
鴻
池
合
資
会
社
資
料
室
に
は
、
大
正

四
年
（
一
九
一
五
）
の
筆
写
本
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
（

豪
商
鴻
池

そ
の
暮
ら
し

と
文
化

掲
載
）。

（

）
以
下
、
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
に
決
起
し
た
大
塩
平
八
郎
の
檄
文
よ
り
、

大

阪
の
金
持
共

を
批
判
す
る
部
分
を
抄
出
し
て
お
く
。

三
都
の
内
、
大
阪
の
金
持
共
、
年
来
諸
大
名
へ
貸
付
候
利
徳
の
金
銀
並
扶
持
米

を
莫
大
に
掠
取
、
未
曾
有
之
有
福
に
暮
し
、
町
人
の
身
を
以
、
大
名
の
家
へ
用
人

格
等
に
被
取
用
、
又
は
自
己
の
田
畑
新
田
等
を
夥
敷
所
持
、
何
に
不
足
な
く
暮

し
、
此
節
の
天
災
天
罰
を
見
な
が
ら
、
畏
も
不
致
、
餓
死
の
貧
人
乞
食
を
敢
て
不

救
、
其
身
は
膏
梁
の
味
と
て
、
結
構
の
物
を
食
ひ
、
妾
宅
等
へ
入
込
、
我
は
揚
尾

茶
屋
へ
大
名
の
家
来
を
誘
引
参
り
、
高
価
の
酒
を
湯
水
を
呑
も
同
様
に
い
た
し
、

此
の
難
渋
の
時
節
に
絹
服
を
ま
と
ひ
候
か
わ
ら
者
を
妓
女
と
共
に
迎
ひ
、
平
生
同

様
に
遊
楽
に
耽
候
は
、
何
等
の
事
哉
、
紂
王
長
夜
の
酒
盛
も
同
事
、
其
所
之
奉
行

諸
役
人
、
手
に
握
居
候
政
を
以
、
右
の
者
共
を
取
締
、
下
民
を
救
ひ
候
も
難
出

来
、
日
々
堂
島
相
場
計
を
い
じ
り
事
い
た
し
、
実
に
禄
盗
に
而
、
決
而
天
道
聖
人

の
御
心
に
難
叶
、
御
赦
し
な
き
事
と
、
蟄
居
の
我
等
、
も
は
や
堪
忍
難
成
、
湯
武

之
勢
、
孔
孟
之
徳
は
な
け
れ
ど
も
、
天
下
之
為
と
存
、
血
族
の
禍
を
犯
し
、
此
度

有
志
の
も
の
と
申
合
、
下
民
を
苦
し
め
候
諸
役
人
を
先
誅
伐
い
た
し
、
引
続
き
驕

に
長
じ
居
候
大
阪
市
中
金
持
の
町
人
共
を
誅
戮
に
お
よ
び
可
申
候

（

）
宮
本
又
次
氏
の
著
作
は
膨
大
で
あ
る
。
本
稿
で
参
照
し
た
主
な
著
作
は
以
下
の

と
お
り
。

・

宮
本
又
次
著
作
集

（
全
十
巻
）、
講
談
社
、
一
九
七
七

七
八
。

・

鴻
池
善
右
衛
門

吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
八
。

・

大
阪
の
研
究

清
文
堂
出
版
株
式
会
社
、
一
九
六
九
。

・

大
阪
の
風
俗

毎
日
放
送
、
一
九
七
三
。

・

近
世
な
に
わ
商
人
の
風
習
と
年
中
行
事

文
献
出
版
、
一
九
八
八
。

・

豪
商
列
伝

講
談
社
学
術
文
庫
、
二

三
。

（

）
鴻
池
家
よ
り
大
阪
市
へ
寄
贈
さ
れ
た
同
家
旧
蔵
服
飾
資
料
群
（
大
阪
歴
史
博
物

館
所
蔵
）
は
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
に
展
観
に
供
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の

際
に
用
意
し
た
と
思
わ
れ
る
題
箋
が
附
属
す
る
品
も
あ
る
。

（

）
宮
本
又
次

宮
本
又
次
著
作
集

（
全
十
巻
）、
講
談
社
、
一
九
七
七

七
八
、

ほ
か
。

（

）

豪
商
鴻
池

そ
の
暮
ら
し
と
文
化

に
資
料
の
一
部
を
掲
載
。

（

）
大
阪
歴
史
博
物
館
で
は
現
在
、

肩
衣

と

袴

で
一
揃
い
と
な
る
上
下
に
つ

い
て
は

一
具

と
数
え
一
点
と
し
て
登
録
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
博
物
館
と

し
て
の
公
式
な
点
数
計
算
に
お
け
る
鴻
池
家
旧
蔵
の
服
飾
資
料
は
一
七
九
点
と
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
本
稿
で
は
、
よ
り
厳
密
を
期
す
る
た
め
に
、
上
下
を

二
点
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
し
て
紹
介
し
た
。

（

）
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
に
お
い
て
鴻
池
一
統
が
蔵
元
・
銀
掛
屋
を
務
め
て
い

た
諸
藩
は
、
筑
前
福
岡
・
芸
州
広
島
・
備
前
岡
山
（
以
上
、
蔵
元
・
善
右
衞
門



家
）
・
阿
波
徳
島
（
銀
掛
屋
・
善
右
衞
門
家
）
・
筑
後
久
留
米
（
蔵
元
・
新
七

家
）
・
加
賀
金
沢
（
蔵
元
・
新
七
家
）
・
因
州
島
根
（
蔵
元

掛
屋
・
喜
六
家
）

等
が
報
告
さ
れ
て
い
る
（
宮
本
又
次

鴻
池
善
右
衞
門

宮
本
又
次
著
作
集

（
第
七
巻
）
収
載
、
講
談
社
、
一
九
七
八
）。
ほ
か
に
熊
本
藩
・
豊
前
中
津
藩
等
の

関
係
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
掛
屋
を
務
め
る
場
合
に
は
各
大
名
家
か
ら
扶
持
を
与

え
ら
れ
る
と
と
も
に
帯
刀
を
許
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。

上
下
に
付
さ
れ
た
家
紋
は
こ
う
し
た
鴻
池
家
の
特
性
を
反
映
し
た
内
容
に
な
っ

て
い
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
な
お
、
確
認
さ
れ
る
範
囲
で
は
上
下
の
家
紋
は
鴻

池
家
の

五
ツ
山

が
最
も
多
い
。

五
ツ
山

以
外
の
紋
も
多
数
認
め
ら
れ
る
も

の
の
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
系
統
の
家
紋
で
あ
る
か
等
の
詳
細
な
分
類
は
現
在

ま
で
の
と
こ
ろ
行
え
て
い
な
い
た
め
、
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。

（

）

浪
花
の
風

の
引
用
は
、
原
田
伴
彦
編

日
本
都
市
生
活
史
料
集
成

一

三

都
編

（
株
式
会
社
文
彩
社
、
一
九
七
七
年
）
に
拠
っ
た
。
引
用
表
記
の
一
部
は

現
代
仮
名
遣
い
に
改
め
た
。
な
お
、
四
、

大
阪
の
豪
商
・
天
王
寺
屋
、
平
野
屋
、

鴻
池
屋

に
関
す
る
記
述
と
、
五
、

鴻
池
の
清
酒
製
法
に
関
す
る
伝
説

に
つ
い

て
は
本
稿
で
検
討
を
加
え
な
い
。
参
考
の
た
め
、
以
下
に
引
用
し
て
お
く
。

大
阪
の
豪
商
・
天
王
寺
屋
、
平
野
屋
、
鴻
池
屋
に
つ
い
て

豪
家
は
鴻
池
善
右
衞
門
当
時
第
一
と
称
す
れ
ど
も
、
旧
家
に
お
い
て
は
天
王
寺

や
五
兵
衞
に
勝
る
も
の
な
し
。
天
王
寺
や
は
、
聖
徳
太
子
の
頃
よ
り
実
子
に
て

相
続
の
よ
し
。
右
故
当
地
の
町
人
子
育
て
無
も
の
は
、
五
兵
衞
に
請
て
盃
を
貰

へ
ば
、
出
生
の
小
児
必
ら
ず
成
長
す
と
い
え
り
。
ま
た
平
野
や
五
兵
衞
抔
も
旧

家
に
て
、
此
家
に
鴻
池
や
善
右
衞
門
先
祖
よ
り
出
せ
し
酒
の
通
帳
を
所
持
す
と

い
え
り
。
其
ゆ
へ
ハ
、
善
右
衞
門
先
祖
い
ま
だ
貧
賤
ニ
て
、
自
身
に
濁
り
酒
を

荷
ひ
商
ひ
し
頃
、
平
野
や
は
出
入
の
得
意
場
故
、
酒
の
通
ひ
を
出
し
置
し
事
の

よ
し
。
然
る
に
善
右
衞
門
先
祖
工
夫
し
て
、
初
て
清
酒
を
製
し
出
せ
し
よ
り
、

江
戸
廻
し
等
も
追

夥
敷
事
と
な
り
、
終
に
三
都
第
一
之
豪
家
と
な
れ
り
と
い

ふ
。

鴻
池
の
清
酒
製
法
に
関
す
る
伝
説

此
清
酒
の
製
し
方
の
事
言
伝
え
に
て
は
、
善
右
衞
門
先
祖
に
遺
恨
あ
る
も
の
あ

り
て
、
其
造
る
処
の
酒
を
損
ぜ
し
め
恨
ミ
を
晴
ら
さ
ん
と
謀
り
、
あ
る
夜
ひ
そ

か
に
灰
を
酒
樽
の
内
へ
投
入
置
し
に
、
翌
日
ニ
至
り
其
酒
の
濁
り
清
て
、
却
而

味
ひ
も
美
と
な
れ
り
。
依
て
善
右
衞
門
先
祖
、
こ
れ
に
も
と
づ
き
て
清
酒
の
工

夫
を
な
し
、
夫
よ
り
大
に
利
を
得
て
終
に
豪
富
に
至
れ
り
と
い
ふ
。

（

）
宮
本
又
次
氏
は
、
鴻
池
家
の
家
訓
制
定
に
貝
原
益
軒
が
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う

説
に
関
し
て
は

鴻
池
家
の
家
訓
と
店
則

（

大
阪
の
研
究

第
三
巻
、
一
九
六

九
年
）
の
中
で
、
和
泉
町
鴻
池
家
蔵
の

酒

記
な
る
も
の
の
な
か
に

元
禄

巳
卯
上
元
日
（
正
月
十
五
日
）
筑
前
後
学
損
軒
貝
原
篤
信
書

と
あ
る
も
の
と
取

り
違
え
混
同
し
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

貝
原
益
軒
（
一
六
三

一
七
一
四
）
は
江
戸
時
代
の
儒
学
者
、
本
草
家
、
庶

民
教
育
家
。
筑
前
国
福
岡
藩
士
。
自
身
も
福
岡
藩
士
の
子
と
し
て
生
れ
、
十
九
歳

の
時
、
二
代
藩
主
黒
田
忠
之
に
仕
え
た
が
そ
の
怒
り
に
触
れ
て
浪
人
、
七
年
間
の

浪
人
生
活
の
後
、
三
代
藩
主
光
之
に
許
さ
れ
て
再
出
出
仕
し
、
京
都
で
朱
子
学
・

本
草
学
な
ど
を
学
ん
だ
。
帰
藩
後
朱
子
学
徒
と
し
て
立
ち
、
藩
主
・
重
臣
へ
の
儒

書
の
講
義
、
朝
鮮
通
信
使
の
応
接
等
に
奔
走
、

黒
田
家
譜

筑
前
国
続
風
土

記

も
編
ん
で
い
る
。
致
仕
後
は
著
述
業
に
専
念
し
、
本
草
学
の
書
（

大
和
本

草

ほ
か
）、
教
育
書
（

養
生
訓

ほ
か
）
な
ど
を
執
筆
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。

（

国
史
大
系

）

（

）
宮
本
又
次
前
掲
論
文
。

（

）
本
稿
の
引
用
部
分
は
、
原
田
伴
彦
編

日
本
都
市
生
活
史
料
集
成

一

三
都

編

（
株
式
会
社
文
彩
社
、
一
九
七
七
年
）
に
拠
っ
た
。
な
お
、
引
用
部
分
で
明

ら
か
に
誤
ま
り
だ
と
判
ぜ
ら
れ
る
語
に
は
訂
正
を
加
え
た
。

（

）
法
華
騒
動
と
は
、
五
代
宗
益
（
一
七
一
七

一
七
六
四
）
を
中
心
と
し
た
鴻
池

家
の
改
宗
騒
動
で
あ
る
。
鴻
池
家
に
お
い
て
は
、
初
代
正
成
（
一
六

八

一
六

九
三
）
が
曹
洞
宗
を
家
の
宗
派
と
定
め
、
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）、
現
在
の
大
阪

市
中
央
区
中
寺
に
曹
洞
宗
総
持
寺
派
に
属
す
る
顕
孝
庵
を
創
建
し
て
い
る
。
こ
れ

は
、
始
祖
新
六
家
の
菩
提
寺
で
あ
る
慈
眼
寺（
現
・
伊
丹
市
鴻
池
）や
、
そ
の
本
寺

の
大
広
寺（
現
・
池
田
市
綾
羽
）が
曹
洞
宗
に
属
し
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
本

山
総
持
寺
の
塔
頭
覚
皇
院
よ
り
門
英
抜
山
を
開
山
と
し
て
迎
え
て
お
り
、
一
族
の



浪花の風 籠耳集 にみる豪商鴻池家のよそおい

多
く
が
曹
洞
宗
に
帰
依
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
宗
益
は
日
蓮
宗
に
深
く
傾
倒

し
た
。
こ
れ
は
、
親
し
い
茶
人
仲
間
に
よ
る
教
化
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、

宗
益
は
鴻
池
一
門
を
日
蓮
宗
に
改
宗
さ
せ
る
意
図
を
持
つ
に
至
り
、
顕
孝
庵
五
世

瑞
天
と
の
あ
い
だ
に
宗
教
論
争
を
引
き
起
こ
す
が
、
こ
れ
は
奉
行
所
の
裁
決
に

よ
っ
て
改
宗
不
可
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
も
日
蓮
宗
へ
の
改
宗
を
あ
き
ら

め
き
れ
ず
、
一
家
を
二
つ
に
分
け
て
そ
の
一
方
を
日
蓮
宗
に
改
宗
さ
せ
る
こ
と
を

計
画
、
娘
の
辰
に
分
家
さ
せ
山
中
善
作
家
を
創
立
し
た
ほ
か
、
多
く
の
茶
器
を
日

蓮
宗
の
寺
院
に
預
け
質
流
れ
に
さ
す
な
ど
、
鴻
池
家
に
と
っ
て
大
き
な
損
害
を
与

え
た
の
が

法
華
騒
動

で
あ
っ
た
と
い
う
（
鴻
池
統
男

鴻
池
家
年
表

鴻
池

合
名
会
社
、
一
九
九
一
年
）。

直
方
に
と
っ
て
も
こ
の
騒
動
は
大
変
に
衝
撃
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
ら
し
く
、

騒
動
に
つ
い
て
の
見
聞
を
詳
細
に
叙
述
し
て
い
る
。

（

）

鴻
池
家
年
表

に
よ
る
。

（

）
崇
光
山
顕
孝
庵
。
大
阪
市
中
央
区
中
寺
町
に
所
在
す
る
曹
洞
宗
総
持
寺
派
の
寺

院
。
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
鴻
池
家
が
建
立
し
て
一
族
の
菩
提
寺
と
し
、
始
祖

の
木
像
と
画
像
を
納
め
た
と
い
う
。

（

）

守
貞
謾
稿

の
引
用
は
、
宇
佐
美
英
機
校
訂

近
世
風
俗
志

（
全
五
巻
、
岩

波
文
庫
、
一
九
九
六

二

二
年
）
に
拠
っ
た
。

（

）

所
以
者
何

の
序
文
に
は
、
享
和
二
年
（
一
八

二
）
の
奥
書
が
あ
る
。
蜀
山

人
こ
と
大
田
南
畝
（
一
七
四
九

一
八
二
三
）
と
、
廬
橘
庵
こ
と
田
宮
仲
宣
（

一
八
一
五
）
と
の
間
に
取
り
交
わ
さ
れ
た
問
答
の
記
録
。
大
田
南
畝
は
、
享
和
元

年
（
一
八

一
）
か
ら
翌
二
年
ま
で
の
約
一
年
間
、
大
坂
の
銅
座
役
人
と
し
て
来

坂
し
て
い
る
。
田
宮
仲
宣
は
大
坂
の
人
。
南
畝
か
ら
の
問
い
に
対
し
て
仲
宣
が
答

え
る
形
式
を
と
る
。
商
習
慣
、
町
政
、
流
行
、
遊
所
、
民
俗
、
物
産
な
ど
三
十
ヵ

条
に
及
ん
で
い
る
。
引
用
は
、
原
田
伴
彦
編

日
本
都
市
生
活
史
料
集
成

一

三
都
編

（
株
式
会
社
文
彩
社
、
一
九
七
七
年
）
に
拠
っ
て
い
る
。

（

）
長
は
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）
に
七
十
四
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

延
享
末
年
（
一
七
四
七
）
頃
の
生
ま
れ
と
考
え
ら
れ
る
。

（

）
西
川
祐
信
（
一
六
七
一

一
七
五

）
京
都
の
浮
世
絵
師
。
上
方
浮
世
絵
の
前

半
期
を
代
表
す
る
画
家
。
画
を
狩
野
永
納
お
よ
び
土
佐
光
祐
に
学
ぶ
と
い
う
。
元

禄
期
よ
り
挿
絵
画
家
と
し
て
活
躍
、
浮
世
草
子
・
雛
形
本
・
風
俗
絵
本
を
多
く
描

い
た
ほ
か
、
肉
筆
美
人
画
に
も
優
れ
た
。
江
戸
の
浮
世
絵
に
も
大
き
な
影
響
を
与

え
た
と
い
う
。

幼
名
庄
七
郎
、
俗
称
宇
右
衛
門
。
号
は
自
得
叟
、
自
得
斎
、
文
華

堂
な
ど
。（

国
史
大
系

）

（

）
村
田
孝
子

結
う
こ
こ
ろ

日
本
髪
の
美
し
さ
と
そ
の
型

、
ポ
ー
ラ
文
化
研
究

所
、
二

年
。

村
田
孝
子

江
戸
三

年
の
女
性
美

化
粧
と
髪
型

、
青
幻
舎
、
二

七

年
。な

お
、

所
以
者
何

に
は
女
性
の
髪
型
に
つ
い
て
も
項
目
が
た
て
ら
れ
て
い
る

の
で
、
参
考
の
た
め
に
引
用
し
て
お
く
。

問

女
の
髪
の
風
何
々
に
候
哉
。
且
上
下
の
差
別
い
か
ゝ
。

答

浪
花
中
児
女
子
一
般
に
目
新
を
好
む
浮
花
の
地
に
て
、
時
々
新
規
の
事

を
悦
ひ
、
枯
れ
に
う
つ
り
是
に
順
ひ
候
へ
と
も
、
婦
女
の
髷
は
妻
の
分
は
片

輪
と
も
片
笄
と
も
申
、
又
一
種
両
笄
と
申
此
二
種
に
て
、
両
輪
と
申
髷
に
致

し
申
候
。

婦
娘
の
分
ハ
、
さ
き
笄
髷
に
い
た
し
、
婢
女
ハ
丸
輪
笄
と
申
髷

に
い
た
し
申
候
て
、
風
は
時
に
順
ひ
髷
は
古
今
な
し
。
浪
花
の
庶
民
礼
を
し

ら
さ
る
か
た
に
は
、
此
一
事
甚
た
尊
卑
正
し
く
婦
女
の
一
美
事
に
御
座
候
。

一

婢
女
は
右
の
外
一
切
い
た
し
不
申
、
甚
た
其
制
厳
に
御
座
候
。
勝
山
・

兵
庫
・
釣
舟
な
と
ゝ
む
か
し
よ
り
御
座
候
へ
と
も
、
一
切
用
ひ
不
申
。
婢
女

の
白
歯
の
者
は
島
田
髷
一
種
に
い
た
し
申
候
。

妻
両
輪

片
笄
に
て
も
両
笄
に
て
も

娘
裂
笄

下
女
丸
輪

片
輪
に
て
も
両
笄
に
て
も

町
家
な
か
ら
古
風
な
る
家
ハ
婢
に

片
笄
・
丸
輪
に
か
き
り
候
家
も
御
座
候
。

（

）
河
上
繁
樹

総
説
花
洛
の
モ
ー
ド

き
も
の
の
時
代

、
京
都
国
立
博
物
館
編

花
洛
の
モ
ー
ド

き
も
の
の
時
代

収
載
、
思
文
閣
出
版
、
二

一
年
。

（

）
鯨
尺
一
寸
を
三
・
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
換
算
し
た
場
合
の
数
値
。

（

）
道
服
一
枚
、
火
事
羽
織
四
枚
、
ぶ
っ
さ
き
羽
織
二
枚
は
含
ま
な
い
。



（

）
宮
本
又
次

大
阪
町
人
の
余
暇
生
活

（

宮
本
又
次
著
作
集
（
第
八
巻
）

大

阪
町
人
論

収
載
、
講
談
社
、
一
九
七
七
）

（

）
絖
は
、
繻
子
組
織
の
絹
織
物
。
生
糸
を
用
い
て
織
成
後
に
精
練
す
る
。
薄
地
で

滑
ら
か
な
光
沢
が
あ
る
。
そ
の
織
法
は
天
正
年
間
（
一
五
七
三

一
五
九
二
）
に

中
国
か
ら
伝
え
ら
れ
、
西
陣
で
生
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
無
地
染
と

し
て
小
袖
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
ほ
か
、
書
画
の
材
料
と
も
さ
れ
た
。

﹇
写
真
等
リ
ス
ト
﹈

《
写
真

》

浪
花
持
丸
長
者
鑑

（
大
阪
歴
史
博
物
館
蔵
）

《
写
真

》

瓦
屋
橋
屋
敷
絵
図

（
寛
政
五
年
十
一
月
・
鴻
池
合
資
会
社
資
料
室
蔵
）

《
写
真

》

瓦
屋
橋
別
邸
庭
園

（
大
阪
歴
史
博
物
館
蔵
）

《
写
真

》

瓦
屋
橋
別
邸
庭
園
築
山

（
大
阪
歴
史
博
物
館
蔵
）

《
写
真

》

白
小
葵
地
に
松
と
御
簾
文
打
掛

（
大
阪
歴
史
博
物
館
蔵
）

《
写
真

》

黄
地
入
子
菱
桐
文
縫
絞
打
掛

（
大
阪
歴
史
博
物
館
蔵
）

《
写
真

》

赤
地
几
帳
文
縫
絞
打
掛

（
大
阪
歴
史
博
物
館
蔵
）

《
写
真

》

紅
地
流
水
に
遠
山
桜
文
刺
繍
打
掛

（
大
阪
歴
史
博
物
館
蔵
）

《
写
真

》

濃
紺
地
段
替
わ
り
竹
に
流
水
文
染
被
衣

（
大
阪
歴
史
博
物
館
蔵
）

《
写
真

》

紋
付
薬
箪
笥

（
大
阪
歴
史
博
物
館
蔵
）

《
写
真

》

茶
地
松
皮
菱
取
り
に
秋
草
文
刺
繍
小
袖

（
大
阪
歴
史
博
物
館
蔵
）

《
写
真

》

紺
地
腰
替
わ
り
に
山
道
文
熨
斗
目
小
袖

（
大
阪
歴
史
博
物
館
蔵
）

《
図

》

差
図

享
保
前

差
図

享
保
後

（

守
貞
謾
稿

巻
之
十

女
扮

上
）

《
図

》

つ
と
い
れ

（

守
貞
謾
稿

巻
之
十
一

女
扮

中
）

《
図

》

は
う
ぜ
ん
じ
駕
籠

（

守
貞
謾
稿

後
集
巻
之
三

駕
車
）

《
図

》

江
戸
医
師
乗
物

（

守
貞
謾
稿

後
集
巻
之
三

駕
車
）

本
稿
に
掲
載
し
た

守
貞
謾
稿

収
載
の
図
版
は

合
本
自
筆
影
印
守
貞
謾
稿

（
朝

倉
治
彦
編
、
東
京
堂
出
版
、
一
九
八
九
年
）
よ
り
引
い
た
。


